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(57)【要約】
【課題】遊技盤の盤面の外縁付近に取着されるレールの
強度を確保できる遊技盤を提供すること。
【解決手段】遊技球がレールに沿って遊技領域に向けて
打ち出され、遊技球を遊技領域に流下させて遊技を行う
遊戯機（パチンコ機１０）において、前扉枠１８の一部
（突縁部１８ａ）をレールとして利用する。前扉枠１８
の一部（突縁部１８ａ）をレールとして利用することに
より、レールの機械的強度を向上できると共に、レール
を構成するレール部材１４００の部品点数を削減できる
。また、レールが配置される盤面４８０ａ上のスペース
を減らし、遊技球が移動可能な領域を盤面４８０ａの外
縁まで拡大できる。
【選択図】図２５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持枠体に装着される遊技盤と、その遊技盤の前面に配設される前扉枠と、その前扉枠
の背面と前記遊技盤の盤面との間に配置され遊技球の移動可能な領域を規制するレール部
材とを備えた遊技機において、
　そのレール部材は、
　前記遊技盤に配設されるレール部と、
　そのレール部から延出されると共に、前記盤面とつながる前記遊技盤の端面を臨む延出
部とを備え、
　その延出部および前記レール部は、前記前扉枠に形設されていることを特徴とする遊技
機。
【請求項２】
　前記レール部材は、
　前記盤面の外縁に沿って離間して前記盤面に配設される第１レール部および第２レール
部と、
　その第１レール部および第２レール部に連設されると共に、前記前扉枠に形設される第
３レール部とを備えていることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第３レール部は、前記遊技盤の盤面に連接される連接部を備えていることを特徴と
する請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記レール部は、内側面が、正面視して前記盤面の外縁と同一線上または前記盤面の外
縁の外側に位置することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記遊技盤の端面および前記延出部は、前記前扉枠の回動基端を中心とする円弧の一部
を構成する湾曲状に形成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技球を使用して遊技を行う遊技機の代表例としてパチンコ機がある。このパチンコ機
は、遊技球発射装置から案内レールに沿って遊技領域に向けて遊技球が打ち出され、遊技
球を遊技領域に流下させて遊技を行うように構成されている。遊技球の移動可能な領域は
レール部材によって規制されている。レール部材としては、円弧状に形成された帯状のレ
ールと、そのレールの外周部から外方へ張り出したフランジとを備えるものがある。この
レール部材では、フランジに形成された挿通孔にネジ等が挿通されてフランジが遊技盤の
盤面に取着される。これにより、遊技球の移動可能な領域を規制するレールが盤面に立設
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－７９７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のようなパチンコ機では、盤面の外縁付近にレールを設ける場合、
レールの外周部からフランジが外方に張り出しているので、盤面にフランジを取着するた
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めの領域を確保し難くなる。その狭い領域にレールを設けるためにフランジを切り落とし
たりフランジを小さくしたりすると、レールの強度を確保できなくなるという問題点があ
った。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技盤の盤面
の外縁付近に取着されるレールの強度を確保できる遊技機を提供することを目的としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、支持枠体に装着される遊技盤と、
その遊技盤の前面に配設される前扉枠と、その前扉枠の背面と前記遊技盤の盤面との間に
配置され遊技球の移動可能な領域を規制するレール部材とを備えた遊技機において、その
レール部材は、前記遊技盤に配設されるレール部と、そのレール部から延出されると共に
、前記盤面とつながる前記遊技盤の端面を臨む延出部とを備え、その延出部および前記レ
ール部は、前記前扉枠に形設されている。
【０００７】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、前記レール部材は、前記盤
面の外縁に沿って離間して前記盤面に配設される第１レール部および第２レール部と、そ
の第１レール部および第２レール部に連設されると共に、前記前扉枠に形設される第３レ
ール部とを備えている。
【０００８】
　請求項３記載の遊技機は、請求項２記載の遊技機において、前記第３レール部は、前記
遊技盤の盤面に連接される連接部を備えている。
【０００９】
　請求項４記載の遊技機は、請求項１から３のいずれかに記載の遊技機において、前記レ
ール部は、内側面が、正面視して前記盤面の外縁と同一線上または前記盤面の外縁の外側
に位置する。
【００１０】
　請求項５記載の遊技機は、請求項１から４のいずれかに記載の遊技機において、前記遊
技盤の端面および前記延出部は、前記前扉枠の回動基端を中心とする円弧の一部を構成す
る湾曲状に形成されている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、遊技盤の盤面の外縁付近に取着されるレールの強度を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】外枠に対して内枠と前扉枠とを開放した状態を示すパチンコ機の斜視図である。
【図３】パチンコ機から前扉枠を取り外した状態を示す内枠の正面図である。
【図４】内枠を分解して示した樹脂ベース及び遊技盤の斜視図である。
【図５】（ａ）は第１実施の形態における遊技盤の正面視で右端部分の部分正面図であり
、（ｂ）は図５（ａ）の矢印Ｖｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図５（ａ
）のＶｃ－Ｖｃ線における遊技盤の断面図である。
【図６】（ａ）は第２実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図６（ａ
）の矢印ＶＩｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図６（ａ）のＶＩｃ－ＶＩ
ｃ線における遊技盤の断面図である。
【図７】（ａ）は第３実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図７（ａ
）の矢印ＶＩＩｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図７（ａ）のＶＩＩｃ－
ＶＩＩｃ線における遊技盤の断面図である。
【図８】（ａ）は第４実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図８（ａ
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）の矢印ＶＩＩＩｂ方向から見た遊技盤の側面図である。
【図９】（ａ）は第５実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図９（ａ
）の矢印ＩＸｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図９（ａ）のＩＸｃ－ＩＸ
ｃ線における遊技盤の断面図である。
【図１０】（ａ）は第６実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１０
（ａ）の矢印Ｘｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図１０（ａ）のＸｃ－Ｘ
ｃ線における遊技盤の断面図である。
【図１１】（ａ）は第７実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１１
（ａ）の矢印ＸＩｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図１１（ｂ）の矢印Ｘ
Ｉｃ方向から見た遊技盤の背面図である。
【図１２】（ａ）は遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１２（ａ）のＸＩＩｂ－ＸＩ
Ｉｂ線における遊技盤の断面図であり、（ｃ）は図１２（ａ）のＸＩＩｃ－ＸＩＩｃ線に
おける遊技盤の断面図であり、（ｄ）はＸＩＩｄで示す部分を拡大して示した第３レール
部の部分断面図である。
【図１３】（ａ）は第８実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１３
（ａ）のＸＩＩＩｂ－ＸＩＩＩｂ線における遊技盤の断面図であり、（ｃ）は図１３（ａ
）のＸＩＩＩｃ－ＸＩＩＩｃ線における遊技盤の断面図であり、（ｄ）は図１３（ｃ）の
一部を拡大して示した第３レール部の部分断面図である。
【図１４】（ａ）は第９実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１４
（ａ）の矢印ＸＩＶｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図１４（ａ）のＸＩ
Ｖｃ－ＸＩＶｃ線における遊技盤の断面図である。
【図１５】（ａ）は第１０実施の形態における遊技盤を背面側から見た部分斜視図であり
、（ｂ）は図１５（ａ）のＸＶｂ－ＸＶｂ線における遊技盤の断面図である。
【図１６】（ａ）は第１１実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１
６（ａ）のＸＶＩｂ－ＸＶＩｂ線における遊技盤の断面図である。
【図１７】（ａ）は第１２実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１
７（ａ）のＸＶＩＩｂ－ＸＶＩＩｂ線における遊技盤の断面図である。
【図１８】（ａ）は第１３実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１
８（ａ）のＸＶＩＩＩｂ－ＸＶＩＩＩｂ線における遊技盤の断面図である。
【図１９】（ａ）は第１４実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図１
９（ａ）の矢印ＸＩＸｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図１９（ａ）のＸ
ＩＸｃ－ＸＩＸｃ線における遊技盤の断面図である。
【図２０】前扉枠を背面側から見た斜視図である。
【図２１】パチンコ機の断面図である。
【図２２】（ａ）は第１５実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図２
２（ａ）の矢印ＸＸＩＩｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、（ｃ）は図２２（ａ）の
ＸＸＩＩｃ－ＸＸＩＩｃ線における遊技盤の断面図であり、（ｄ）は図２２（ａ）のＸＸ
ＩＩｄ－ＸＸＩＩｄ線における遊技盤の断面図である。
【図２３】（ａ）は第１６実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）はパチ
ンコ機の断面図である。
【図２４】（ａ）は第１７実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）は図２
４（ａ）の矢印ＸＸＩＶｂ方向から見た遊技盤の側面図である。
【図２５】（ａ）は第１８実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、（ｂ）はパチ
ンコ機の断面図である。
【図２６】（ａ）は第１９実施の形態における遊技盤の部分正面図であり、図２６（ｂ）
は図２６（ａ）の矢印ＸＸＶＩｂ方向から見た遊技盤の側面図であり、図２６（ｃ）は図
２６（ａ）のＸＸＶＩｃ－ＸＸＶＩｃ線における遊技盤の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
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形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１は一実施の形態におけるパチンコ機１０の
正面図、図２はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２で
は便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１４】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部１２とを有する。外枠１１は木製の板
材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ機１０は、外
枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。
【００１５】
　遊技機主部１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される前
扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。遊技機
主部１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細には、パチ
ンコ機１０の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側として内枠１３が前方へ回動
可能とされている。
【００１６】
　内枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視で
左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠
１３には、裏パックユニット１５が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端
側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。
【００１７】
　次に、前扉枠１４について説明する。図２に示すように前扉枠１４は内枠１３における
前面側のほぼ全域を覆うようにして設けられている。前扉枠１４には後述するＰＥのほぼ
全域を前方から視認することができるようにした窓部２１が形成されている。窓部２１は
、上方が円弧状に湾曲し、下方が下窄まりの台形形状をなし、透明性を有するガラス２２
が嵌め込まれている。
【００１８】
　より詳しくは、前扉枠１４は、窓部２１を囲むようにして設けられたガラスホルダ２７
を有している。ガラスホルダ２７は、前扉枠１４の背面から後方に張り出しており、窓部
２１の左右の縁部に沿って上下に延びる縦ホルダ部２７ａ，２７ｂとそれら両縦ホルダ部
２７ａ，２７ｂの下端部を繋いで左右に延びる横ホルダ部２７ｃとを有してなる。各ホル
ダ部２７ａ～２７ｃには、前後に並設された２条の溝部が形成されている。縦ホルダ部２
７ａ，２７ｂの溝部は上方及び互いに向き合う側（すなわち窓部２１の中央側）に開放さ
れており、横ホルダ部２７ｃの溝部は、上方に開放されているとともに、両縦ホルダ部２
７ａ，２７ｂの溝部に対して連なっており、それら各溝部に対してガラス２２が嵌まるこ
とで、遊技領域ＰＥが内外２重に覆われた状態となっている。
【００１９】
　図１に示すように窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例
えば、窓部２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２３が設けられ
ている。環状電飾部２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２３の中央であってパチンコ機１０の最
上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２４が設けられ、窓部２１の左右
両側には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられている。また、中央のエラー
表示ランプ部２４に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピー
カ部２６が設けられている。
【００２０】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。上皿３３は、後述する払出装置２２４より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整
列させながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、
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上皿３３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００２１】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４０が設
けられている。遊技球発射ハンドル４０が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【００２２】
　前扉枠１４の背面には、図２に示すように、通路形成ユニット５０が取り付けられてい
る。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じる前扉側
上皿通路５１と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路５２とが形成されてなる。通路形成ユ
ニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部５３が形成
されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉側上皿通路５
１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉側上皿通路５１及び前扉側
下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部２２５に通じており、前扉側上皿通路５１
に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路５２に入った遊技球は下皿３４に導
かれる。
【００２３】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図２右側）には、その上端部及び下端部に突起
軸が設けられている。これら突起軸は内枠１３に対する組付機構を構成する。また、前扉
枠１４の背面における回動先端側（図２の左側）には、図２に示すように、後方に延びる
鉤受け部材６３が上下方向に複数並設されている。これら鉤受け部材６３は内枠１３に対
する施錠機構を構成する。
【００２４】
　次に、内枠１３について説明する。内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす
樹脂ベース７０を主体に構成されている。樹脂ベース７０の前面における回動基端側（図
２の左側）には、その上端部及び下端部に支持金具が取り付けられている。図示は省略す
るが、支持金具には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸が挿入され
ることにより、内枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
【００２５】
　さらに図３を参照して、内枠１３について詳細に説明する。図３は、パチンコ機１０か
ら前扉枠１４を取り外した状態を示す内枠１３の正面図である。図３では、便宜上、遊技
盤８０の盤面の遊技領域ＰＥ内の構成の図示を省略している。
【００２６】
　樹脂ベース７０前面の略中央部分には、遊技盤８０を収容する遊技盤収容部７１が形成
されている。遊技盤収容部７１は、樹脂ベース７０の背面側（後方）に凹み、遊技盤８０
を収容する収容空間を区画しており、樹脂ベース７０に取り付けられた遊技盤８０がその
収容空間に嵌まった状態となっている。本実施の形態においては特に、遊技盤８０が樹脂
ベース７０に対して樹脂ベース７０の前方から着脱可能に取り付けられており、メンテナ
ンス作業等の容易化が図られている。また、内枠１３の前面には、遊技盤８０を内枠１３
に固定するための固定レバー７４が複数設けられている。
【００２７】
　遊技盤８０は、木製の合板と同合板における前側の板面を覆うシート材とを有してなり
、その前面が遊技盤収容部７１の開放部分を通じて樹脂ベース７０の正面側に露出してい
る。この露出している部位、すなわち遊技盤８０の前面には、遊技球が流下する遊技領域
ＰＥが形成されている。
【００２８】
　遊技盤８０には、ルータ加工が施されることによって自身の厚さ方向（前後方向）に貫
通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口、可変入賞装置、作動
口、スルーゲート及び可変表示ユニット等がそれぞれ設けられている。一般入賞口、可変
入賞装置及び作動口に遊技球が入ると、それら遊技球が検知スイッチにより検知され、そ
の検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８０の最
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下部にはアウト口８１が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口
８１を通って遊技領域ＰＥから排出される。
【００２９】
　また、遊技盤８０には、遊技球の流下経路を適宜分散，調整等するために多数の釘が植
設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら釘や風車等
の各種構成によって、遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口等への入賞が適
度な確立で発生するように調整されている。
【００３０】
　ここで、樹脂ベース７０における遊技盤収容部７１の下方には、遊技球発射ハンドル４
０（図１参照）の操作に基づいて遊技領域ＰＥへ遊技球を発射する遊技球発射機構１１０
が設けられている。より詳しくは、樹脂ベース７０において遊技盤収容部７１の下方には
遊技球発射機構１１０を設置する発射機構設置部７２が形成されている。なお、遊技球発
射ハンドル４０は、前扉枠１４（図２参照）に設けられる。
【００３１】
　発射機構設置部７２に設置された遊技球発射機構１１０は、内枠１３の回動先端寄りに
位置している。遊技球発射機構１１０は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち
出すソレノイドと、同ソレノイドによって打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射
レールと、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送り機構と、それら各種構成が装着さ
れているベースプレートとを主要な構成として備えており、同ベースプレートが樹脂ベー
ス７０に対してネジ止めされることで内枠１３に対して一体化されている。
【００３２】
　遊技球発射機構１１０（詳しくはソレノイド）は、電源及び発射制御装置（図示せず）
に対して電気的に接続されている。その電源及び発射制御装置からの電気的な信号の出力
に基づいてソレノイドの出力軸が伸縮方向、すなわち発射レールのレール方向に移動し、
発射待機位置に置かれた遊技球が遊技領域ＰＥ、詳しくは遊技盤８０に装着された誘導レ
ール１００に向けて打ち出される。
【００３３】
　誘導レール１００は、レール部材２００と共に遊技領域ＰＥを同遊技領域ＰＥの外形が
略円形状となるように区画している。また、誘導レール１００は、遊技球の直径よりも若
干大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール１０１及び外レール１０２から
なり、それら両レールによって挟まれた領域によって遊技球の誘導通路１０３（案内通路
）が形成されている。誘導通路１０３は、発射レールの先端側（内枠１３の回動先端側）
に開放された入口部分１０４と、遊技領域ＰＥの上部に位置する出口部分１０５とを有し
ている。ソレノイドの動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール→誘導レール１０
０（入口部分１０４→出口部分１０５）の順に移動することにより遊技領域ＰＥに導かれ
る。
【００３４】
　なお、遊技盤８０において出口部分１０５の先側、詳しくは内レール１０１の先端付近
には、遊技領域ＰＥに到達した遊技球の誘導通路１０３内への逆戻りを防止する逆戻り防
止部材１０６が取り付けられており、先んじて遊技領域ＰＥに至った遊技球によって後続
する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。
【００３５】
　誘導レール１００を構成している各レール１０１，１０２は、遊技領域ＰＥの略中央部
分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路１０３を通過する遊技球は、自
身に発生する遠心力により外レール１０２に沿って、すなわち外レール１０２に接触した
まま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。
【００３６】
　誘導レール１００は、遊技球発射ハンドル４０が遊技球を遊技領域ＰＥに到達させるこ
とができる程度に操作された場合に、すなわち遊技球発射ハンドル４０の操作量が第１の
規定量を超えた場合に、発射レールから打ち出された遊技球が当該誘導レール１００の入
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口部分１０４、詳しくは外レール１０２において発射レールの延長上に位置する特定部位
に着地するように形成されている。
【００３７】
　外レール１０２は、その特定部位における接線の向きが発射レールのレール方向と略同
一となるように形成されている。発射された遊技球の移動方向と、特定部位の接線方向を
揃えることにより、遊技球の着地によって生じる衝撃を低減するとともに同遊技球の跳ね
返りを抑え、誘導レール１００によるそれら遊技球の円滑な誘導を可能としている。
【００３８】
　なお、外レール１０２は、当該外レール１０２を遊技盤８０に対して固定する固定手段
として複数の固定ピンを備えている。固定ピンは外レール１０２に沿って配設されており
、それら固定ピンの間に上記特定部位が設定されている。これにより、特定部位での外レ
ール１０２の若干の撓み変形（弾性変形）を許容し、同特定部位に遊技球が着地した際の
衝撃を低減することが可能となっている。
【００３９】
　レール部材２００は、遊技球が移動可能な領域（誘導通路１０３及び遊技領域ＰＥ）を
外レール１０２と共に区画するための部材であり、正面視して遊技盤８０の外縁付近に配
設されている。具体的には、遊技盤８０の正面から見て右側に上下に延びる遊技盤８０の
縁に沿って配設されている。レール部材２００は、第１レール部２１０及び第２レール部
２２０と、それら第１レール部２１０及び第２レール部２２０の間に配設される第３レー
ル部２３０とを備えている。第１レール部２１０、第２レール２２０部及び第３レール部
２３０は、寸法安定性が高く機械的物性に優れるポリカーボネート等の合成樹脂により形
成されている。
【００４０】
　レール部材２００（第１レール部２１０）の上端部に返しゴム２４０が取着されている
。従って、遊技球発射機構１１０から所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム２
４０に当たって勢いが減衰されて跳ね返される。
【００４１】
　誘導レール１００及び発射レールは、同誘導レール１００の入口部分１０４と発射レー
ルの先端部分とが遊技盤８０の下端縁を挟んで斜めに対峙するように配置されている。つ
まり、それら両レール１００は、同誘導レール１００の入口部分１０４（詳しくは特定部
位）と発射レールの先端部分とが遊技盤８０の下端縁近傍にて左右にずれるようにして配
置されている。これにより両レール１００を遊技盤８０の下端縁に近づけつつ、誘導レー
ル１００の入口部分１０４と発射レールとの間には所定間隔の隙間を形成している。
【００４２】
　このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路５５（図２参照）が配設
されている。ファール球通路５５は前扉枠１４の通路形成ユニット５０に一体成形されて
いる。仮に遊技球発射機構１１０から発射された遊技球が遊技領域ＰＥまで至らずファー
ル球として誘導通路１０３内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介し
てファール球通路５５内に入ることとなる。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に
通じており、ファール球通路５５に入った遊技球は図１に示した下皿３４に排出される。
これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００４３】
　樹脂ベース７０において発射レールの左方には、樹脂ベース７０を前後方向に貫通させ
て通路形成部７３が設けられている。通路形成部７３には本体側上皿通路と本体側下皿通
路とを有してなり、それら本体側上皿通路及び本体側下皿通路の上流側は、遊技球分配部
に通じている。また、通路形成部７３の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユ
ニット５０の受口部５３が入り込んでおり、本体側上皿通路の下方には前扉側上皿通路５
１が配置され、本体側下皿通路の下方には前扉側下皿通路５２が配置されている。
【００４４】
　内枠１３及び遊技盤８０の背面には、各種制御基板が上下左右に並べられるようにして
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又は前後に重ねられるようにして配置されており、さらに遊技球を供給するための遊技球
供給装置や合成樹脂製の保護カバー１２０等が取着されている。即ち、保護カバー１２０
の最上部には上方に開口したタンク１２１が設けられており、このタンク１２１には遊技
ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される。そして、払出モータ（図示せず
）等の所定の電気的構成により必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。払出装置より払
い出された遊技球は払出通路等を通じて上皿３３（図１参照）に供給される。
【００４５】
　次に図４を参照して、内枠１３（遊技機枠）の構成について説明する。図４は内枠１３
を分解して示した樹脂ベース７０及び遊技盤８０の斜視図である。遊技盤８０は樹脂ベー
ス７０に形成された遊技盤収容部７１に、樹脂ベース７０の正面側（図４右側）から着脱
可能に収容される。樹脂ベース７０は上下方向に延設される側壁７５を左右両側に備え、
側壁７５の後端側（図４左側）には内壁面７５ａから内方に張り出す段差部７６が突設さ
れている。側壁７５の上下２箇所には、内壁面７５ａから段差部７６に亘って略Ｌ型のス
ペーサ７７が配設されている。
【００４６】
　スペーサ７７は、樹脂ベース７０の正面側から遊技盤８０を遊技盤収容部７１に収容し
たときに、遊技盤８０の左右方向の移動を規制しつつ、スペーサ７７以外の箇所で、側壁
７５の内壁面７５ａと遊技盤８０の端面８０ｂとの間に隙間を確保すると共に、樹脂ベー
ス７０の背面側（図４左側）への遊技盤８０の移動を規制するための部材である。遊技盤
収容部７１に遊技盤８０を収容した後、固定レバー７４（図３参照）を回動することによ
り、遊技盤８０が樹脂ベース７０に固定される。
【００４７】
　スペーサ７７を樹脂ベース７０の右側の側壁７５に配設し、遊技盤収容部７１に収容さ
れた遊技盤８０の端面８０ｂと側壁７５の内壁面７５ａとの隙間を確保するようにしたの
で、後述するように、正面視して遊技盤８０の盤面８０ａの外縁の外側にレール部材２０
０の外側面をはみ出させることが可能となる。
【００４８】
　なお、遊技盤８０の盤面８０ａの外縁の外側にレール部材２００をはみ出させるために
スペーサ７７を設けることは必ずしも必要ではなく、樹脂ベース７０の側壁７５の内壁面
７５ａの一部または全部を外側に拡大して形成しても良い。この場合も、遊技盤８０の盤
面８０ａの外縁の外側にレール部材２００をはみ出させるための空間を樹脂ベース７０の
側壁７５の内側に確保できるからである。
【００４９】
　次に図５を参照して、レール部材２００について説明する。図５（ａ）は第１実施の形
態における遊技盤８０の正面視で右端部分の部分正面図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）
の矢印Ｖｂ方向から見た遊技盤８０の側面図であり、図５（ｃ）は図５（ａ）のＶｃ－Ｖ
ｃ線における遊技盤８０の断面図である。なお、図５においては、遊技盤８０の上下方向
の図示を一部省略している。
【００５０】
　図５（ａ）に示すように、レール部材２００は、遊技盤８０の盤面８０ａの上端側の縁
部に沿って配設された第１レール部２１０と、その第１レール部２１０と所定の間隔をあ
けて遊技盤８０の盤面８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レール部２２０と、
それら第１レール部２１０及び第２レール部２２０に連設されて遊技盤８０の盤面８０ａ
の縁部に沿って配設された第３レール部２３０とを備えている。
【００５１】
　第１レール部２１０は、全体として三角柱状に形成されており、正面視して円弧状に形
成された内側面２１１を備えている。第１レール部２１０の背面（三角柱の底面）が遊技
盤８０の盤面８０ａに当接されている。第１レール部２１０の複数箇所に正面から背面に
亘って形成された挿通孔２１０ａに、ビスやボルト等の締結部材や固定ピン（以下「挿通
部材」と称す）を挿通して、それら挿通部材を盤面８０ａに固着することにより、第１レ
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ール部２１０は遊技盤８０の盤面８０ａに固定される。第１レール部２１０の複数箇所に
形成された挿通孔２１０ａに挿通部材を挿通して第１レール部２１０を盤面８０ａに固定
するので、第１レール部２１０が挿通部材を中心に盤面８０ａ上を揺動してガタつくこと
が防止される。またパチンコ機１０の廃棄時に第１レール部２１０を遊技盤８０から容易
に取り外すことができるので、第１レール部２１０をリサイクルのために容易に分別回収
できる。
【００５２】
　第１レール部２１０の外側面２１２は平面状に形成されており、第１レール部２２０が
遊技盤８０に固定されるときには、外側面２１２は、遊技盤８０の盤面８０ａとつながる
端面８０ｂと同一面内に位置するように構成されている。その結果、遊技盤８０に第１レ
ール部２１０を固定するときには、第１レール部２１０の外側面２１２が遊技盤８０の端
面８０ｂと同一面となるようにすれば、遊技盤８０に対して第１レール部２１０の左右方
向の位置決めを行うことができる。これにより、遊技盤８０に第１レール部２１０を固定
する作業を効率良く行うことができ、第１レール部２１０の固定作業性を向上できる。
【００５３】
　第１レール部２１０の内側面２１１の上端部２１１ａには、遊技球のエネルギーを吸収
させるための返しゴム２４０が取着されている。内側面２１１は、上端部２１１ａから下
端部２１１ｂに向かうにつれ、正面視して、遊技盤８０の外縁（端面８０ｂ）に漸次近づ
くような滑らかな円弧状に形成されている。そして、内側面２１１の下端部２１１ｂは、
正面視して遊技盤８０の端面８０ｂに滑らかに連なっている。これにより第１レール部２
１０の内側面２１１に沿って移動（転動または摺動）する遊技球を、第３レール部２３０
の内側面２３１に滑らかに導くことができる。
【００５４】
　第２レール部２２０は、第１レール部２１０の内側面２１１の下端部２１１ｂから所定
の距離だけ遊技盤８０の下方に離間されて、遊技盤８０の縁部に沿って配設される部位で
あり、三角柱状に形成されて正面視して円弧状に形成された内側面２２１を備えている。
第２レール部２２０の底面が遊技盤８０の盤面８０ａに当接されている。第２レール部２
２０に形成された挿通孔２２０ａに、挿通部材を挿通して締結部材等を盤面８０ａに固着
することにより、第２レール部２２０は遊技盤８０の盤面８０ａに固定される。これによ
りパチンコ機１０の廃棄時に第２レール部２２０を遊技盤８０から容易に取り外すことが
できるので、第２レール部２２０をリサイクルのために容易に分別回収できる。
【００５５】
　第２レール部２２０の外側面２２２は平面状に形成されており、第２レール部２２０が
遊技盤８０に固定されるときには、外側面２２２は、遊技盤８０の盤面８０ａとつながる
端面８０ｂと同一面内に位置するように構成されている。その結果、遊技盤８０に第２レ
ール部２２０を固定するときには、第２レール部２２０の外側面２２２が遊技盤８０の端
面８０ｂと同一面となるようにすれば、遊技盤８０に対して第２レール部２２０の左右方
向の位置決めを行うことができる。これにより、遊技盤８０に第２レール部２２０を固定
する作業を効率良く行うことができ、第２レール部２２０の固定作業性を向上できる。
【００５６】
　第２レール部２２０の内側面２２１は、上端部２２１ａから下方に向かうにつれ、正面
視して、遊技盤８０の端面８０ｂ（外縁）から漸次離れるような円弧状に形成されている
。なお、内側面２２１の上端部２２１ａは、正面視して遊技盤８０の端面８０ｂに滑らか
に連なっている。これにより第３レール部２３０の内側面２３１に沿って移動（転動また
は摺動）する遊技球を、第２レール部２２０の内側面２２１に滑らかに導くことができる
。
【００５７】
　第３レール部２３０は、第１レール部２１０及び第２レール部２２０に連設されて遊技
球の通路を形成するための部位であり、平面状の内側面２３１を有する板状の部材により
形成されている。第３レール部２３０は、内側面２３１が、正面視して遊技盤８０の端面
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８０ｂと同一面内に配設される。即ち、第３レール部２３０は、正面視して遊技盤８０の
盤面８０ａの外縁（端面８０ｂ）と同一線上に配置されるので、第３レール部２３０の厚
さに関わらず、遊技盤８０の盤面８０ａの端まで遊技領域ＰＥを拡大することができる。
【００５８】
　図５（ｂ）に示すように、第３レール部２３０は、遊技盤８０の背面側に向けて延出部
２３２が延出されている。図５（ｃ）に示すように、延出部２３２は遊技盤８０の端面８
０ｂを臨み、端面８０ｂと当接している。延出部２３２は挿通孔２３２ａ（図５（ｂ）参
照）が形成されており、この挿通孔２３２ａに挿通部材Ｐを挿通して端面に固着される。
これにより第３レール部２３０を遊技盤８０の端面８０ｂに容易に固定できる。第３レー
ル部２３０を固定する挿通部材Ｐを遊技盤８０の端面８０ｂに固着しており、盤面８０ａ
を使用しないので、挿通部材Ｐが遊技球の移動の妨げになることが防止されると共に、盤
面８０ａの意匠性を向上できる。また、パチンコ機１０の廃棄時には、挿通部材Ｐを取り
外すだけで第３レール部２３０を遊技盤８０から容易に取り外すことができるので、第３
レール部２３０をリサイクルのために容易に分別回収できる。
【００５９】
　また、遊技盤８０の盤面８０ａからの突出高さ（図５（ｂ）左右方向）は、第１レール
部２１０、第２レール部２２０及び第３レール部２３０は同一の高さに設定されている。
これにより、遊技盤８０を内枠１３に装着した後、前扉枠１４（図２参照）を閉じた場合
には、第１レール部２１０、第２レール部２２０及び第３レール部２３０の前端にガラス
２２を配置して、そのガラス２２と遊技盤８０の盤面８０ａとを略平行にできる。
【００６０】
　ここで、従来のパチンコ機では、上述したように、帯状のレールの外周部から外方へ張
り出したフランジを使って遊技盤の盤面にレールを固定していた。遊技盤の盤面の外縁付
近にレールを取着する場合は、フランジを配置するスペースがないので、フランジを切り
落としていた。フランジはレールを取着する手段であると共に、レールの機械的強度（剛
性）を上げる手段であった。そのため、フランジが切り落されたレールの部分は、遊技盤
に固定できなくなるばかりか機械的強度が低下するという問題があった。
【００６１】
　これに対し本実施の形態のパチンコ機１０では、遊技盤８０の端面８０ｂを臨む延出部
２３２を第３レール部２３０に設けることにより、延出部２３２によって第３レール部２
３０を遊技盤８０の厚さ方向で大きくした。延出部２３２を設けて部材を大きくすること
で、延出部２３２が遊技盤８０の端面８０ｂに当接されることによる第３レール部２３０
の機械的強度もしくは部材自体の機械的強度を向上し、遊技盤８０の盤面８０ａの外縁付
近に取着されるレール（第３レール部２３０）の強度を確保した。さらに遊技盤８０の端
面８０ｂに延出部２３２を固定することにより、遊技領域ＰＥを拡大した。
【００６２】
　第３レール部２３０は、上端２３０ａから下端２３０ｂまでの長さ（図５（ａ）上下方
向）が、第１レール部２１０の下端部２１１ｂから第２レール部２２０の上端部２２１ａ
までの距離（長さ）より大きくなるように設定されている。これにより、第１レール部２
１０、第２レール部２２０及び第３レール部２３０が遊技盤８０に固定された状態では、
第３レール部２３０に、第３レール部２３０の上端２３０ａ側および下端２３０ｂ側と第
１レール部２１０及び第２レール部２２０の外側面２１２，２２２とが左右方向に重なる
ことによる重なり部２３３，２３４が形成される。
【００６３】
　ここで、第１レール部２１０及び第２レール部２２０の平面状の外側面２１１，２１２
は遊技盤８０の端面８０ｂと同一面内に位置するように構成されているので、延出部２３
２を遊技盤８０の端面８０ｂに当着すると、重なり部２３３，２３４では、第３レール部
２３０は第１レール部２１０及び第２レール部２２０の外側面２１２，２２２に当接され
る。
【００６４】
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　第１レール部２１０の下端部２１１ｂ及び第２レール部２２０の上端部２２１ａの外側
に重なり部２３３，２３４が形成されることにより、第１レール部２１０の下端部２１１
ｂ及び第２レール部２２０の上端部２２１ａを重なり部２３３，２３４で補強できる。第
１レール部２１０の下端部２１１ｂ及び第２レール部２２０の上端部２２１ａは、内側面
２１１，２２１を第３レール部２３０の内側面２３１と滑らかに連ねるため、いずれも薄
肉に形成されており、遊技球の衝突等により損傷し易いが、重なり部２３３，２３４によ
り補強されることで損傷を防止できる。
【００６５】
　また、第１レール部２１０及び第２レール部２２０と第３レール部２３０との継ぎ目に
重なり部２３３，２３４を設け、第１レール部２１０及び第２レール部２２０と第３レー
ル部２３０とを接触させることで、第１レール部２１０及び第２レール部２２０と第３レ
ール部２３０との間への針金等の挿入を困難なものにして、不正行為を抑制することがで
きる。また、板状の第３レール部２３０が内側（図５（ａ）左側）に傾倒（揺動）しよう
としても第１レール部２１０及び第２レール部２２０の外側面２１２，２２２に第３レー
ル部２３０が当たって阻止されるので、第３レール部２３０の内側への揺動を抑制できる
。
【００６６】
　図５（ｃ）に示すように、内枠１３に装着される遊技盤８０は、内枠１３の側壁７５に
配設されたスペーサ７７により左右方向および前後方向（図５（ｃ）上下方向）の移動が
規制される。また、スペーサ７７があるので、第３レール部２３０が遊技盤８０の端面８
０ｂに配設されて遊技領域ＰＥが拡大されても、従来のパチンコ機と同様に遊技盤８０を
内枠１３へ装着することが可能である。なお、レール部材２００は合成樹脂製に限られる
ものではなく、金属製等の他の材料で形成することは可能である。
【００６７】
　次に図６を参照して、第２実施の形態について説明する。図６（ａ）は第２実施の形態
における遊技盤８０の部分正面図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）の矢印ＶＩｂ方向から
見た遊技盤８０の側面図であり、図６（ｃ）は図６（ａ）のＶＩｃ－ＶＩｃ線における遊
技盤８０の断面図である。以下、第１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付してそ
の説明は省略し、異なる部分について説明する。また、図面の簡略化のため挿通孔２１０
ａ，２２０ａの図示を省略している。
【００６８】
　図６（ａ）に示すように、第２実施の形態におけるレール部材３００は、第１実施の形
態におけるレール部材２００に対して、第１レール部３１０及び第２レール部３２０と第
３レール部３３０とを係合する係合部３３５を設けている。係合部３３５は、第３レール
部３３０の上端側および下端側の２箇所の重なり部２３３，２３４の位置に設けられてお
り、第３レール部３３０の前端（図６（ａ）紙面手前）から内側（図６（ａ）左側）を向
いて鉤状に突設されている。
【００６９】
　係合部３３５は、図６（ｃ）に示すように、第３レール部３３０の前端（図６（ｃ）上
側）から内側（図６（ｃ）左側）に向かって突設される凸部３３５ａと、その凸部３３５
ａから折曲され第３レール部３３０の内側面３３１に沿って内側面３３１と所定間隔をあ
けて配置される折曲部３３５ｂとを備えている。係合部３３５に対して第１レール部３１
０及び第２レール部３２０には、係合部３３５と係合可能な被係合部３１５，３２５が形
成されている。
【００７０】
　被係合部３１５，３２５は、第１レール部３１０及び第２レール部３２０の前端（図６
（ａ）紙面手前）に、凸部３３５ａと略同一の幅（図６（ａ）上下方向）で且つ凸部３３
５ａの厚さと略同一の深さ（図６（ｃ）上下方向）に凹設されている。この被係合部３１
５，３２５と係合部３３５とを係合させることにより、第３レール部３３０の前端が遊技
盤８０の端面８０ｂの外側に揺動することが防止される。その結果、遊技球の第３レール
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部３３０への衝突等により第３レール部３３０が振動することを抑制できる。なお、第１
レール部３１０、第２レール部３２０、第３レール部３３０及び係合部３３５は同一の高
さになるように設定されているので、前扉枠１４に配設されたガラス２２と第１レール部
３１０、第２レール部３２０、第３レール部３３０及び係合部３３５とに隙間が生じるこ
とを防止できる。
【００７１】
　また、第１レール部３１０及び第２レール部３２０の被係合部３１５，３２５に第３レ
ール部３３０の係合部３３５を係合した状態（掛止した状態）では、第３レール部３３０
の後方（図６（ａ）紙面奧側）への移動が規制される。従って、第１レール部３１０及び
第２レール部３２０の被係合部３１５，３２５に第３レール部３３０の係合部３３５を係
合して第３レール部３３０の仮止めをした後、挿通部材Ｐにより延出部２３２を遊技盤８
０の端面８０ｂに固着できる。係合部３３５により、延出部２３２を遊技盤８０の端面８
０ｂに固着するときの位置決めができるので、第３レール部３３０の組み付け作業性を向
上できる。
【００７２】
　また、図６（ａ）に示すように、係合部３３５と被係合部３１５，３２５とが係合した
状態では、遊技球が流下（移動）する係合部３３５の上流側における第１レール部３１０
の内側面３１１は、折曲部３３５ｂの内側面と面一になるように形成されている。同様に
、遊技球が流下（移動）する係合部３３５の上流側における第２レール部３２０の内側面
３２１も、折曲部３３５ｂの内側面と面一になるように形成されている。これにより、折
曲部３３５ｂ（係合部３３５）を遊技球が通過するときに遊技球が折曲部３３５で弾かれ
ることを防止できるので、遊技球を第１レール部３１０及び第２レール部３２０の内側面
３１１，３２１に沿って移動させることができる。その結果、遊技球の軌道を安定にでき
る。
【００７３】
　なお、図６（ｃ）に示すように、折曲部３３５ｂは、盤面８０ａに近づくにつれ厚さが
漸次薄くなるように形成され、折曲部３３５ｂの内側面は盤面８０ａに近づくにつれ遊技
盤８０の端面８０ｂに向かって広がるように形成されている。これにより、折曲部３３５
ｂ（係合部３３５）を遊技球が通過するときに遊技球を弾かれ難くできるので、遊技球の
軌道を安定にできる。
【００７４】
　次に図７を参照して、第３実施の形態について説明する。図７（ａ）は第３実施の形態
における遊技盤８０の部分正面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）の矢印ＶＩＩｂ方向か
ら見た遊技盤８０の側面図であり、図７（ｃ）は図７（ａ）のＶＩＩｃ－ＶＩＩｃ線にお
ける遊技盤８０の断面図である。以下、第１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付
してその説明は省略し、異なる部分について説明する。なお、図７では、便宜上、第３レ
ール部４３０の下端側の図示および第２レール部の図示を省略している。
【００７５】
　図７（ａ）に示すように、第３実施の形態におけるレール部材４００に対向して通路形
成部材１０７が配設されている。通路形成部材１０７は、外レール１００及びレール部材
４００との間に遊技球の通路１０８を形成するための部材であり、外レール１００及びレ
ール部材４００に対向する面に凹凸が形成されている。レール部材４００（第１レール部
２１０）の上端に取着された返しゴム２４０と共に遊技球の流下速度を低下させるためで
ある。
【００７６】
　図７（ｂ）に示すように、第３レール部４３０は、第１レール部２１０に連設される板
状の部材であり、遊技盤８０の端面８０ｂに延出部２３２が挿通部材Ｐにより固着されて
いる。第３レール部４３０は内側面４３１に所定間隔をあけてリブ４３２が突設されてい
る。リブ４３２は、遊技盤８０の盤面８０ａから第３レール部４３０の前端（図７（ｂ）
左側端部）に亘って突設されている。リブ４３２が第３レール部４３０に突設されている
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ので、第３レール部４３０の剛性を向上できる。また、第３レール部４３０の肉厚を薄く
しても第３レール部４３０の剛性を向上できることから、遊技盤８０の端面８０ｂからの
はみ出し量（肉厚に相当する）を低減できる。
【００７７】
　また、第３レール部４３０を遊技盤８０の端面８０ｂに固着した場合には、リブ４３２
は、遊技球が流下する遊技盤８０の上下方向に交差する凹凸状に配置されることになる（
図７（ａ）参照）。これにより通路１２１を通過するときは、遊技球は通路形成部材１０
７の凹凸とリブ４３２とに衝突しつつ流下するので、遊技球の流下速度を低下させること
ができる。なお、通路形成部材１０７の凹凸と第３レール部４３０のリブ４３２とが遊技
盤８０の上下方向にずれて配置されるようにすることで、通路形成部材１０７と第３レー
ル部４３０との間を流下する遊技球が凹凸とリブ４３２とに略交互に衝突する。遊技球の
凹凸及びリブ４３２への衝突回数を増加させると共に、遊技球をジグザグ状に移動させる
ことができるので、遊技球の流下速度を効果的に低減できる。
【００７８】
　また、リブ４３２は、遊技盤８０の盤面８０ａから第３レール部４３０の前端に亘って
第３レール部４３０の内側面４３１に突設されている。遊技盤８０の端面８０ｂに第３レ
ール部４３０を固着する場合には、延出部２３２を遊技盤８０の端面８０ｂにあてがいつ
つ、リブ４３２を遊技盤８０の盤面８０ａに当接させる。これにより第３レール部４３０
の後方（図７（ｂ）右側）への移動が規制される。リブ４３２により、延出部２３２を遊
技盤８０の端面８０ｂに固着するときの位置決めができるので、第３レール部４３０の組
み付け作業性を向上できる。
【００７９】
　次に図８を参照して、第４実施の形態について説明する。図８（ａ）は第４実施の形態
における遊技盤８０の部分正面図であり、図８（ｂ）は図７（ａ）の矢印ＶＩＩＩｂ方向
から見た遊技盤８０の側面図である。以下、第３実施の形態と同一の部分には同一の符号
を付してその説明は省略し、異なる部分について説明する。なお、図８では、便宜上、第
３レール部４３０の下端側の図示および第２レール部の図示を省略している。
【００８０】
　図８（ａ）に示すように、第３実施の形態（図７（ａ）参照）における返しゴム２４０
（第１レール部２１０の上端に取着される）に代えて、遊技盤８０の盤面８０ａに速度規
制部材２４１が配設されている。速度低減部材２４１は、外レール１００の内側を移動す
る遊技球が通過することで遊技球の速度を低減させるための部材であり、本実施の形態で
は、内部に湾曲した通路を有する管状の部材で形成されている。通路の内径は遊技球の直
径より僅かに大きめに形成されているので、遊技球が通路を通過する間に、遊技球は略一
定の速度に低減される。速度が低減された遊技球が通路１２１を通過することで、さらに
効果的に遊技球の流下速度を低下させることができる。
【００８１】
　なお、速度低減部材２４１はこれに限られるものではなく、他の速度低減部材を採用す
ることは可能である。他の速度低減部材としては、例えば、バネ等の弾性力や重力で一方
向に付勢された部材を備えるものが挙げられる。速度低減部材を遊技球の通路に配置し、
付勢力に抗して遊技球が部材を押しのけて通過することで、遊技球の運動エネルギーが低
下され遊技球の速度が低減される。
【００８２】
　次に図９を参照して、第５実施の形態について説明する。第１実施の形態から第４実施
の形態では、第３レール部２３０，３３０，４３０が遊技盤８０の端面８０ｂに固着され
る場合について説明した。これに対し第５実施の形態では、第３レール部５３０が遊技盤
８０の盤面８０ａに固着される場合について説明する。図９（ａ）は第５実施の形態にお
ける遊技盤８０の部分正面図であり、図９（ｂ）は図９（ａ）の矢印ＩＸｂ方向から見た
遊技盤８０の側面図であり、図９（ｃ）は図９（ａ）のＩＸｃ－ＩＸｃ線における遊技盤
８０の断面図である。以下、第１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付してその説
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明は省略し、異なる部分について説明する。なお、図９では、便宜上、第３レール部５３
０の下端側の図示および第２レール部の図示を省略している。
【００８３】
　図９（ａ）に示すように、第５実施の形態におけるレール部材５００は、第３レール部
５３０の内側面５３１から水平方向に張り出す張出部５３２を備えている。張出部５３２
は、遊技盤８０の盤面８０ａに当着される部位であり、第３レール部５３０及び延出部２
３２の境界から第３レール部５３０の長手方向に沿って連続して一方へ張り出し形成され
ており、挿通孔５３２ａが穿設されている。
【００８４】
　第３レール部５３０を遊技盤８０に固定するには、第３レール部５３０から延出された
延出部２３２（図９（ｂ）参照）を遊技盤８０の端面８０ｂに当接させると共に張出部５
３２を遊技盤８０の盤面８０ａに当接させた後、挿通部材Ｐを挿通孔５３２ａに挿通し、
張出部５３２を盤面８０ａに固着する。張出部５３２は第１レール部２１０や第２レール
部２２０（図５（ａ）参照）と同じように挿通部材Ｐを用いて盤面８０ａに固着されるの
で、第１レール部２１０や第２レール部２２０に対して挿通部材Ｐを挿通する方向と、張
出部５３２に対して挿通部材Ｐを挿通する方向とを同じにできる。一方向から挿通部材Ｐ
を挿通して第１レール部２１０、第２レール部２２０及び第３レール部５３０を盤面８０
ａに固着できるので、挿通部材Ｐを使って固着作業を行う作業者が盤面８０ａ側と端面８
０ｂ側とに姿勢を変える必要がなく、固着作業性を向上できる。
【００８５】
　なお、第３レール部５３０が遊技盤８０に固定された後に、第３レール部５３０を遊技
盤８０の外側に傾倒させようとする力が作用した場合であっても、延出部５３２が遊技盤
８０の端面８０ｂに当接しているので、第３レール部５３０が遊技盤８０の外側に傾倒さ
れることが防止される。また、張出部５３２は第３レール部５３０の長手方向に延びてい
るので、張出部５３２がリブとして機能し、第３レール部５３０の長手方向の曲げ強さを
向上できる。
【００８６】
　張出部５３２は外縁近傍に漸次薄肉となる傾斜部５３２ｂを有しており、図９（ｃ）に
示すように、盤面８０ａに固着されたときに傾斜部５３２ｂの斜面が盤面８０ａに向かっ
て下降傾斜するように形成されている。これにより、速度低減部材２４１（図９（ａ）参
照）を通過した遊技球が通路１２１を通って張出部５３２に流下したときに、遊技球が傾
斜部５３２ｂを上ることでエネルギーが低下される。これにより遊技球の流下速度を低下
させることができる。また、傾斜部５３２ｂ（張出部５３２）は盤面８０ａに対して突出
しているので、傾斜部５３２ｂに沿って遊技球を案内することができる。
【００８７】
　次に図１０を参照して、第６実施の形態について説明する。第５実施の形態では、遊技
盤８０の盤面８０ａに固着される張出部５３２が、第３レール部５３０の長手方向に沿っ
て連続して延設される場合について説明した。これに対し第６実施の形態では、張出部６
３２が第３レール部６３０に不連続に突出される場合について説明する。図１０（ａ）は
第６実施の形態における遊技盤８０の部分正面図であり、図１０（ｂ）は図１０（ａ）の
矢印Ｘｂ方向から見た遊技盤８０の側面図であり、図１０（ｃ）は図１０（ａ）のＸｃ－
Ｘｃ線における遊技盤８０の断面図である。以下、第１実施の形態と同一の部分には同一
の符号を付してその説明は省略し、異なる部分について説明する。なお、図１０では、便
宜上、第１レール部２１０及び第３レール部６３０の一部の図示および第２レール部の図
示を省略している。
【００８８】
　図１０（ａ）に示すように、第６実施の形態におけるレール部材６００は、第３レール
部６３０の内側面６３１から水平方向に張り出す張出部６３２を備えている。張出部６３
２は、遊技盤８０の盤面８０ａに当着される部位であり、第３レール部６３０及び延出部
２３２の境界の複数箇所から張り出し形成されており、各張出部６３２に挿通孔６３２ａ
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が穿設されている。一方、張出部６３２が当着される遊技盤８０の所定箇所には、張出部
６３２を受け入れるための凹部８０ｃが、張出部６３２の厚さと同一寸法の深さで凹設さ
れている。
【００８９】
　第３レール部６３０を遊技盤８０に固定するには、第３レール部６３０から延出された
延出部２３２（図１０（ｂ）参照）を遊技盤８０の端面８０ｂに当接させると共に張出部
６３２を遊技盤８０の盤面８０ａに形成された凹部８０ｃに装着した後、挿通部材Ｐを挿
通孔６３２ａに挿通し、張出部６３２を盤面８０ａに固着する。
【００９０】
　図１０（ｃ）に示すように、遊技盤８０の盤面８０ａに凹設された凹部８０ｃに張出部
６３２が埋め込まれて、張出部６３２が遊技盤８０の盤面８０ａと略面一になるので、遊
技盤８０の盤面８０ａを移動する遊技球の進路が張出部６３２で変わってしまうことを防
止できる。また、張出部６３２が遊技盤８０の盤面８０ａから突出していると、遊技球の
速度が大きい場合（特に、レール部材６００が誘導レール１００（図３参照）の一部とし
て用いられる場合）、張出部６３２から遊技球が遊技盤８０の前面側に飛び上がり、遊技
球の軌道が不安定になったり、遊技球がガラス２２（図２参照）に接触して衝撃によりガ
ラス２２が損傷したりすることがある。張出部６３２を遊技盤８０の盤面８０ａに埋め込
むようにすることで、これらを解決できる。
【００９１】
　次に図１１及び図１２を参照して、第７実施の形態について説明する。第１実施の形態
から第６実施の形態では、レール部材２００，３００，４００，５００，６００が複数の
部材に分割して形成される場合について説明した。これに対し第７実施の形態では、レー
ル部材７００が一体に形成される場合について説明する。図１１（ａ）は第７実施の形態
における遊技盤１８０の部分正面図であり、図１１（ｂ）は図１１（ａ）の矢印ＸＩｂ方
向から見た遊技盤１８０の側面図であり、図１１（ｃ）は図１１（ｂ）の矢印ＸＩｃ方向
から見た遊技盤１８０の背面図である。なお、図１１では、便宜上、第３レール部７３０
の一部の図示を省略している。
【００９２】
　図１１（ａ）に示すように、レール部材７００は、遊技盤１８０の盤面１８０ａの上端
側の縁部に沿って配設された第１レール部７１０と、その第１レール部７１０と所定の間
隔をあけて遊技盤１８０の盤面１８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レール部
７２０と、それら第１レール部７１０及び第２レール部７２０に連設されて遊技盤１８０
の盤面１８０ａの縁部に沿って配設された第３レール部７３０とを備えている。これら第
１レール部７１０、第２レール部７２０及び第３レール部７３０は、ポリカーボネート等
の合成樹脂製で一体に形成されている。
【００９３】
　第１レール部７１０は、正面視して円弧状に形成された内側面７１１が形成されると共
に、正面から背面に亘って挿通孔７１０ａが形成される部位であり、下方に第３レール部
７３０が連設されている。第１レール部７１０の背面が遊技盤１８０の盤面１８０ａに当
接され、挿通孔７１０ａに挿通部材を挿通して盤面１８０ａに固着することにより、第１
レール部７１０は遊技盤１８０の盤面１８０ａに固定される。
【００９４】
　第１レール部７１０の内側面７１１の上端には、遊技球のエネルギーを吸収させるため
の返しゴム７４０が取着されている。内側面７１１は、上方から下方（図１１（ａ）下側
）に向かうにつれ、正面視して、遊技盤１８０の外縁（端面１８０ｂ）に漸次近づくよう
な円弧状に形成されている。そして、第１レール部７１０の内側面７１１は、第３レール
部７３０の内側面７３１に連なっている。これにより第１レール部７１０の内側面７１１
に沿って移動（転動または摺動）する遊技球を、第３レール部７３０の内側面７３１に導
くことができる。
【００９５】
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　第２レール部７２０は、第１レール部７１０から所定の距離だけ遊技盤１８０の下方に
離間されて、遊技盤１８０の縁部に沿って配設される部位であり、上方に第３レール部７
３０が連設されている。第２レール部７２０は、正面視して円弧状に形成された内側面７
２１を備えており、背面が遊技盤１８０の盤面１８０ａに当接されている。第２レール部
７２０に形成された挿通孔７２０ａに挿通部材を挿通して、それら挿通部材を盤面１８０
ａに固着することにより、第２レール部７２０は遊技盤１８０の盤面１８０ａに固定され
る。レール部材７００は第１レール部７１０及び第２レール部７２０に挿通された挿通部
材により遊技盤１８０の盤面１８０ａに固定されているので、パチンコ機１０の廃棄時に
レール部材を遊技盤１８０から容易に取り外すことができる。これにより、レール部材７
００をリサイクルのために容易に分別回収できる。
【００９６】
　第３レール部７３０は、第１レール部７１０及び第２レール部７２０と共に遊技球の通
路を形成するための部位であり、内側面７３１が、第１レール部７１０及び第２レール部
７２０の内側面７１１，７２１に継ぎ目なく連設されている。第３レール部７３０は第１
レール部７１０及び第２レール部７２０と一体に形成されているので、遊技盤１８０の盤
面１８０ａへのレール部材７００の取り付け・取り外しを容易に行うことができる。
【００９７】
　レール部材７００の外側面７０１は、正面視して遊技盤１８０の端面１８０ｂと同一面
内に位置する。第３レール部７３０は遊技盤１８０の盤面１８０ａ上に配設されるので、
第３レール部７３０の内側面７３１は、第３レール部７３１の厚さの分だけ遊技盤１８０
の外縁（端面１８０ｂ）から内側に配置される。
【００９８】
　図１１（ｂ）に示すように、第３レール部７３０は、遊技盤１８０の背面側（図１１（
ｂ）右側）に向けて延出部７０２が延出されている。一方、遊技盤１８０の端面１８０ｂ
は、延出部７０２が配置される個所に厚さ方向に背面１８０ｃまで窪み１８１が形成され
る。図１１（ｃ）に示すように、遊技盤１８０の端面１８０ｂからの窪み１８１の深さ（
端面１８０ｂから窪み１８１の底１８１ａまでの距離）は、延出部７０２の厚さと略同一
寸法に設定される。これにより延出部７０２は遊技盤１８０の端面１８０ｂ（窪み１８１
の底１８１ａ）を臨み、端面１８０ｂ（窪み１８１の底１８１ａ）と当接される。
【００９９】
　遊技盤１８０の盤面１８０ａからのレール部材７００の突出高さ（図１１（ｂ）左右方
向）は、第１レール部７１０、第２レール部７２０及び第３レール部７３０において同一
の高さに設定されている。これにより、遊技盤１８０を内枠１３に装着した後、前扉枠１
４（図２参照）を閉じた場合には、レール部材７００の前端にガラス２２を配置して、そ
のガラス２２と遊技盤１８０の盤面１８０ａとを略平行にできる。
【０１００】
　レール部材７００によれば、遊技盤１８０の端面１８０ｂを臨む延出部７０２を第３レ
ール部７３０に設けることにより、延出部７０２によって第３レール部７３０を遊技盤１
８０の厚さ方向で大きくした。延出部７０２を設けて部材を大きくすることで、第３レー
ル部７３０の機械的強度を向上し、遊技盤１８０の盤面１８０ａの外縁付近に取着される
レール（第３レール部７３０）の強度を確保した。
【０１０１】
　さらに第３レール部７３０を第１レール部７１０及び第２レール部７２０と一体に形成
すると共に、遊技盤１８０の端面１８０ｂ（窪み１８１の底１８１ａ）に延出部７０２を
当接させるようにした。これにより、第３レール部７３０を遊技盤１８０の外側に傾倒さ
せる外力が作用した場合に、延出部７０２が遊技盤１８０の端面１８０ｂ（窪み１８１の
底１８１ａ）に当接することで、第３レール部７３０を傾倒させる外力に抗する力を第３
レール部７３０に生じさせることができる。その結果、レール（第３レール部７３０）の
ねじれ方向に対する強度を向上できる。
【０１０２】



(18) JP 2013-78385 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

　レール部材７００は、外側面７０１の長手方向に所定の間隔で前端から後端に亘ってレ
ール部材７００の高さ方向（図１１（ｂ）左右方向）にリブ７０３が突設されている。こ
れによりレール部材７００、特に薄肉の第３レール部７３０の前後方向（図１１（ｂ）左
右方向）における剛性を向上できる。その結果、第３レール部７３０の厚さ（図１１（ａ
）左右方向）を薄くできるので、その薄くした分だけ遊技盤１８０の遊技領域ＰＥを拡大
できる。なお、リブ７０３は延出部７０２に突設されておらず、第３レール部７３１に突
設されている点については後述する。
【０１０３】
　次に図１２を参照して、レール部材７００が固定された遊技盤１８０を内枠１１３に装
着する場合について説明する。図１２（ａ）は遊技盤１８０の部分正面図であり、図１２
（ｂ）は図１２（ａ）のＸＩＩｂ－ＸＩＩｂ線における遊技盤１８０の断面図であり、図
１２（ｃ）は図１２（ａ）のＸＩＩｃ－ＸＩＩｃ線における遊技盤１８０の断面図であり
、図１２（ｄ）は図１２（ｃ）のＸＩＩｄで示す部分を拡大して示した第３レール部７３
０の部分断面図である。なお、内枠１１３は、第１実施の形態で説明した内枠１３の側壁
７５を側壁１１４に置き換えた以外は同様であるので、図１２では、内枠１１３について
は側壁１１４以外の図示を省略する。
【０１０４】
　図１２（ｂ）に示すように、内枠１１３の側壁１１４は、遊技盤１８０に装着された第
１レール部７１０、第２レール部７２０及び第３レール部７３０の外側に位置する前部内
壁面１１４ａと、その前部内壁面１１４ａの後部側に位置し遊技盤１８０の端面１８０ｂ
及び延出部７０２に当接される後部内壁面１１４ｂと、その後部内壁面１１４ｂから内側
に迫り出して段差状に形成される段差部１１４ｃとを備えている。側壁１１４は内枠１１
３の左右両側に形成されており、左右の後部内壁面１１４ｂ間の距離は、遊技盤１８０の
左右の端面１８０ｂ間の距離と略同一に設定されている。また、段差部１１４ｃからの後
部内壁面１１４ｂの高さは、遊技盤１８０の厚さと略同一に設定されている。これにより
、レール部材７００が固定された遊技盤１８０を内枠１１３に装着したときには、図１２
（ｃ）に示すように、後部内壁面１１４ｂが延出部７０２に当接する。遊技盤１８０の端
面１８０ｂ（窪み１８１の底１８１ａ）と後部内壁面１１４ｂとの間に延出部７０２が挟
まれるので、第３レール部７３０に外力が加わったときに第３レール部７３０が変形して
遊技盤１８０の外側に拡がることが防止される。
【０１０５】
　リブ７０３はレール部材７００（第１レール部７１０、第２レール部７２０及び第３レ
ール部７３０）の外側面７０１に突設されているが、図１２（ｂ）及び図１２（ｃ）に示
すように、第３レール部７３０に設けられたリブ７０３は、突出高さが遊技盤の前方から
後方（図１２（ｂ）下側）に向かうにつれて漸次低くなるように、即ち外側面７０１に対
して下降傾斜するように設定されている。そして、図１２（ｄ）に示すように、内枠１１
３に装着されたときに、下降傾斜したリブ７０３が後部内壁面１１４ｂ（稜線を含む）に
当接するように、後部内壁面１１４ｂの高さ及び左右の後部内壁面１１４ｂ間の距離が設
定されている。
【０１０６】
　ここで、下降傾斜したリブ７０３が後部内壁面１１４ｂ（稜線を含む）に当接するよう
に設定されていない場合（リブ７０３が短い場合）は、遊技盤１８０を内枠１１３に装着
したときに延出部７０２が後部内壁面１１４ｂに当接するように、左右の後部内壁面１１
４ｂ間の距離や後部内壁面１１４ｂの高さを正確に設定する必要がある。この場合は、高
い加工精度や組立て精度が要求される。これに対し、上述したように下降傾斜したリブ７
０３が後部内壁面１１４ｂに当接するように設定しておけば、左右の後部内壁面１１４ｂ
間の距離や後部内壁面１１４ｂの高さについての加工精度や組立て精度を緩和することが
できると共に、リブ７０３と後部内壁面１１４ｂとの隙間をなくすことができるので、内
枠１１３に装着された遊技盤１８０のガタつきを防止できる。
【０１０７】
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　次に図１３を参照して、第８実施の形態について説明する。第７実施の形態では、レー
ル部材７００の延出部７０２が内枠１１３によって押さえられる場合について説明した。
これに対し第８実施の形態では、レール部材７００の延出部７０２が遊技盤２８０によっ
て押さえられる場合について説明する。なお、第７実施の形態と同一の部分については、
同一の符号を付与して以下の説明を省略する。図１３（ａ）は第８実施の形態における遊
技盤２８０の部分正面図であり、図１３（ｂ）は図１３（ａ）のＸＩＩＩｂ－ＸＩＩＩｂ
線における遊技盤２８０の断面図であり、図１３（ｃ）は図１３（ａ）のＸＩＩＩｃ－Ｘ
ＩＩＩｃ線における遊技盤２８０の断面図であり、図１３（ｄ）は図１３（ｃ）の一部を
拡大して示した第３レール部７３０の部分断面図である。
【０１０８】
　図１３（ａ）に示すように、レール部材７００は、遊技盤２８０の盤面２８０ａの上端
側の縁部に沿って配設される。遊技盤２８０は、端面２８０ｂに固定部２８１が一体に形
成されている。固定部２８１は、レール部材７００の延出部７０２が遊技盤２８０の外側
に拡大することを防止するための部位であり、図１３（ｂ）及び（ｃ）に示すように、遊
技盤２８０の端面２８０ｂに沿って固定部２８１の前面に凹設される凹部２８１ａを備え
ている。凹部２８１ａは延出部７０２が挿入される部位である。凹部２８１ａに延出部７
０２が挿入されることにより固定部２８１に延出部７０２が保持される。これにより延出
部７０２が変形して外側に広がることが防止される。
【０１０９】
　図１３（ｃ）に示すように、内枠２１３の側壁２１４の内壁面２１４ａは、レール部材
７００が固定された遊技盤２８０を内枠２１３に装着したときには、遊技盤１８０に装着
された第１レール部７１０、第２レール部７２０及び第３レール部７３０の外側に位置す
ると共に、固定部２８１の端面に当接する。これにより内枠２１３の側壁２１４により固
定部２８１が保持され、固定部２８１により延出部７０２が保持される。内枠２１３に固
定部２８１が保持されるので、遊技盤２８０と一体に形成された固定部２８１を破損し難
くできる。
【０１１０】
　図１３（ｄ）に示すように、凹部２８１ａは、レール部材７００が遊技盤２８０に装着
されたときに、下降傾斜したリブ７０３の端部が固定部２８１に当接するように深さや奥
行きが設定されている。リブ７０３が固定部２８１に当接するように設定されているので
、凹部２８１ａの深さや奥行きついての加工精度を緩和することができると共に、リブ７
０３と固定部２８１とに隙間が生じることを防止できる。これにより遊技盤２８０に装着
されたレール部材７００のガタつきを防止できる。
【０１１１】
　次に図１４を参照して、第９実施の形態について説明する。第７実施の形態および第８
実施の形態では、第３レール部７３０が第１レール部７１０及び第２レール部７２０と一
体に形成されると共に、遊技盤１８０，２８０の盤面１８０ａ，２８０ａの前方（内側）
に配置される場合について説明した。これに対し第９実施の形態では、一体に形成された
レール部材８００の第３レール部８３０が遊技盤８０の端面８０ｂに沿って盤面８０ａの
外側に配置される場合について説明する。図１４（ａ）は第９実施の形態における遊技盤
８０の部分正面図であり、図１４（ｂ）は図１４（ａ）の矢印ＸＩＶｂ方向から見た遊技
盤８０の側面図であり、図１４（ｃ）は図１４（ａ）のＸＩＶｃ－ＸＩＶｃ線における遊
技盤８０の断面図である。以下、第１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付してそ
の説明は省略し、異なる部分について説明する。
【０１１２】
　図１４（ａ）に示すように、レール部材８００は、遊技盤８０の盤面８０ａの上端側の
縁部に沿って配設された第１レール部８１０と、その第１レール部８１０と所定の間隔を
あけて遊技盤８０の盤面８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レール部８２０と
、それら第１レール部８１０及び第２レール部８２０に連設されて遊技盤８０の盤面８０
ａの端面に沿って配設された第３レール部８３０とを備えている。これら第１レール部８
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１０、第２レール部８２０及び第３レール部８３０は、ポリカーボネート等の合成樹脂製
で一体に形成されている。
【０１１３】
　第１レール部８１０は、正面視して円弧状に形成された内側面８１１が形成されると共
に、正面から背面に亘って挿通孔８１０ａが形成され遊技盤８０の盤面８０ａに固定され
る部位である。第１レール部８１０の内側面８１１は、上方から下方（図１４（ａ）下側
）に向かうにつれ、正面視して、遊技盤８０の外縁（端面８０ｂ）に漸次近づくような円
弧状に形成されている。そして、第１レール部８１０の内側面８１１は、第３レール部８
３０の内側面８３１に連なっている。これにより第１レール部８１０の内側面８１１に沿
って移動（転動または摺動）する遊技球を、第３レール部８３０の内側面８３１に導くこ
とができる。
【０１１４】
　第２レール部８２０は、第１レール部８１０から所定の距離だけ遊技盤８０の下方に離
間されて、遊技盤８０の縁部に沿って配設される部位であり、上方に第３レール部８３０
が連設されている。第２レール部８２０は正面視して円弧状に形成された内側面８２１を
備えており、遊技盤８０の盤面８０ａに固定される。
【０１１５】
　第３レール部８３０は、第１レール部８１０及び第２レール部８２０と共に遊技球の通
路を形成するための部位であり、内側面８３１は、第１レール部８１０及び第２レール部
８２０の内側面８１１，８２１に継ぎ目なく連設されており、遊技盤８０の外縁（端面８
０ｂ）と同一面に位置する。これにより、遊技球が移動可能な範囲を遊技盤８０の盤面８
０ｂの端まで拡張できる。
【０１１６】
　図１４（ｂ）に示すように、第３レール部８３０は、遊技盤８０の背面側（図１４（ｂ
）右側）に向けて端面８０ｂを臨む延出部８０２が延出されている。延出部８０２は遊技
盤８０の盤面８０ａの外側に張り出しているので、延出部８０２を受け入れるための窪み
１８１（図１１参照）を遊技盤８０の端面８０ｂに形成しなくても、延出部８０２を遊技
盤８０の端面８０ｂに当接できる。
【０１１７】
　レール部材８００によれば、遊技盤８０の端面８０ｂを臨む延出部８０２を第３レール
部８３０に設けることにより、延出部８０２によって第３レール部８３０を遊技盤８０の
厚さ方向で大きくした。延出部８０２を設けて部材を大きくすることで、第３レール部８
３０の機械的強度を向上し、遊技盤８０の盤面８０ａの外縁付近に取着されるレール（第
３レール部８３０）の強度を確保できる。
【０１１８】
　さらに第３レール部８３０を第１レール部８１０及び第２レール部８２０と一体に形成
すると共に、遊技盤８０の端面８０ｂに延出部８０２が当接される。その結果、第３レー
ル部８３０を遊技盤８０の外側に傾倒させる外力が作用した場合に、延出部８０２が遊技
盤８０の端面８０ｂに当接することで、第３レール部８３０を傾倒させる外力に抗する力
を第３レール部８３０に生じさせることができる。その結果、レール（第３レール部８３
０）のねじれ方向に対する強度を向上できる。
【０１１９】
　第３レール部８３０は、外側面８０１の長手方向に所定の間隔で長手方向に沿って（図
１４（ｂ）上下方向）にリブ８０３が突設されている。これにより第３レール部８３０の
上下方向（図１４（ｂ）上下方向）における剛性を向上できる。その結果、遊技球が第３
レール部８３０に沿って移動するとき等に第３レール部８３０が変形することを防ぎ、遊
技球の軌道を安定にできる。
【０１２０】
　図１４（ｃ）に示すように、内枠３１３に遊技盤８０が装着されると、延出部８０２は
、内枠３１３の側壁３１４により押止される。これにより延出部８０２が遊技盤８０の端
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面８０ｂから浮き上がることが防止され、遊技盤８０と第３レール部８３０との間に隙間
が生じることを防止できる。その結果、第３レール部８３０に沿って移動する遊技球の軌
道が変化することを防止できる。
【０１２１】
　次に図１５を参照して、第１０実施の形態について説明する。第９実施の形態では遊技
盤８０に装着されたレール部材８００が内枠３１３に押止される場合について説明した。
これに対し第１０実施の形態では、レール部材８００が保護カバー１３０によって押止さ
れる場合について説明する。図１５（ａ）は第１０実施の形態における遊技盤８０を背面
側から見た部分斜視図であり、図１５（ｂ）は図１５（ａ）のＸＶｂ－ＸＶｂ線における
遊技盤８０の断面図である。以下、第９実施の形態と同一の部分には同一の符号を付して
その説明は省略し、異なる部分について説明する。
【０１２２】
　図１５（ａ）に示すように、保護カバー１３０は、遊技盤８０の背面に配置された各種
制御基板（図示せず）を保護するための合成樹脂製の部材であり、遊技盤８０の背面に配
置された制御基板を被覆して外周部１３０ａが遊技盤８０の背面に固定されている。保護
カバー１３０の外周部１３０ａの右側（図１５（ａ）紙面手前）の縁部１３１は、遊技盤
８０の端面８０ｂに沿って折曲され前方に向かって延設されている。
【０１２３】
　図１５（ｂ）に示すように、遊技盤８０の端面８０ｂと縁部１３１との間に所定の隙間
Ｇが形成されており、隙間Ｇの大きさは延出部８０２の厚さと略同一とされている。これ
により保護カバー１３０の縁部１３１によってレール部材８００の延出部８０２を押止で
きる。なお、隙間Ｇの大きさを適宜設定することにより、合成樹脂製の縁部１８１の弾性
変形を利用して延出部８０２を押圧することが可能である。
【０１２４】
　なお、本実施の形態では遊技盤８０の背面に固定される保護カバー１３０でレール部材
８００の延出部８０２を押止する場合について説明したが、必ずしも保護カバー１３０に
限られるものではなく、遊技盤８０の背面に配置される種々の盤裏部材によって延出部８
０２を押止するようにすることは当然可能である。盤裏部材としては、例えば、遊技盤８
０の背面に固定されて遊技盤８０を補強する補強材等が挙げられる。
【０１２５】
　次に図１６を参照して、第１１実施の形態について説明する。第１実施の形態から第１
０実施の形態では、レール部材２００～８００の一部として第３レール部２３０～８３０
を備える場合について説明した。これに対し第１１実施の形態では、第３レール部および
延出部を内枠４１３が兼用するレール部材９００について説明する。図１６（ａ）は第１
１実施の形態における遊技盤８０の部分正面図であり、図１６（ｂ）は図１６（ａ）のＸ
ＶＩｂ－ＸＶＩｂ線における遊技盤８０の断面図である。以下、第１実施の形態と同一の
部分には同一の符号を付してその説明は省略し、異なる部分について説明する。
【０１２６】
　図１６（ａ）に示すように、レール部材９００は、遊技盤８０の盤面８０ａに固着され
る第１レール部２１０及び第２レール部２２０を備えている。第１レール部２１０及び第
２レール部２２０は所定の間隔をあけて遊技盤８０の縁部に固定されている。
【０１２７】
　内枠４１３は、左右の側壁４１４の内壁面４１４ａ間の距離が遊技盤８０の左右の端面
８０ａ間の距離（遊技盤８０の盤面８０ａの左右の幅）と略同一とされている。これによ
り、第１レール部２１０及び第２レール部２２０が固定された遊技盤８０を内枠４１３に
装着することで、図１６（ｂ）に示すように、内枠４１３の側壁４１４の一部（後部側）
を遊技盤８０の端面８０ｂに臨むようにすると共に、前部側を遊技盤８０の盤面８０ａか
ら前方に突出させることができる。その結果、側壁４１４の後部側を延出部として、側壁
４１４の前部側を第３レール部として機能させることができる。
【０１２８】
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　内枠４１３の側壁４１４を第３レール部の代わりにすることによって、遊技球が移動可
能な領域を遊技盤８０の盤面８０ａの端まで拡大できる。また、第３レール部を別途用意
する必要がなくなるので、レール部材９００の部品点数を削減できる。さらに、側壁４１
４が延出部を兼用しているので、側壁４１４に外力が加わり側壁４１４が遊技盤８０の盤
面８０ａ側に傾倒しようとしたときには、遊技盤８０の端面８０ｂに側壁４１４（延出部
）が当接し、側壁４１４の傾倒が抑制される。これにより側壁４１４のガタつきを防止で
きる。
【０１２９】
　次に図１７を参照して、第１２実施の形態について説明する。第１１実施の形態では、
遊技盤８０の盤面８０ａを遊技球が移動するように構成される場合について説明した。こ
れに対し第１２実施の形態では、遊技盤３８０の内部を遊技球が移動するように構成され
る場合について説明する。図１７（ａ）は第１２実施の形態における遊技盤３８０の部分
正面図であり、図１７（ｂ）は図１７（ａ）のＸＶＩＩｂ－ＸＶＩＩｂ線における遊技盤
３８０の断面図である。以下、第１１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付してそ
の説明は省略し、異なる部分について説明する。
【０１３０】
　図１７（ａ）及び図１７（ｂ）に示すように、遊技盤３８０は、盤面３８０ａと端面３
８０ｂとの稜線の一部が盤面３８０ａから端面３８０ｂにかけて切欠形成された切欠部３
８１を備えている。第１レール部２１０及び第２レール部２２０は、切欠部３８１の上下
の遊技盤３８０の縁部にそれぞれ固定されている。切欠部３８１は遊技球が通過する通路
として機能する部位である。
【０１３１】
　遊技盤３８０の盤面３８０ａ及び切欠部３８１の盤面３８０ａ側は、ガラス製や合成樹
脂製の透明材で薄板状に形成された被覆部材３８２で覆われており、被覆部材３８２には
切欠部３８１と連通する孔部３８２ａ，３８２ｂが２箇所に形成されている。上流側の孔
部３８２ａは、被覆部材３８２を移動する遊技球を切欠部３８１に導くための部位であり
、下流側の孔部３８２ｂは、切欠部３８１を移動する遊技球を再び被覆部材３８２の表面
へと導くための部位である。被覆部材３８２は透明材で形成されているので、切欠部３８
１を通過する遊技球を盤面３８０ａ側から視認できる。
【０１３２】
　遊技盤３８０が内枠４１３に装着されることにより、切欠部３８１の端面３８０ｂ側に
内枠４１３の側壁４１４が配置される。これにより、孔部３８２ａから切欠部３８１に導
かれた遊技球は側壁４１４の内壁面４１４ａに規制されて切欠部３８１内を流下し、孔部
３８２ｂから被覆部材３８２の表面に現れる。その結果、遊技盤３８０内を移動する新し
い動きを遊技球に付加することができるので、遊技者を楽しませることができる。また、
内枠４１３の側壁４１４の一部（延出部）を用いて切欠部３８１の端面３８０ｂ側を覆う
ことで遊技盤３８０内に遊技球の通路を形成するので、通路の形成を容易にできる。さら
に、側壁４１４の前部側を第３レール部として機能させるので、レール部材７００の部品
点数を削減できる。
【０１３３】
　また、切欠部３８１が形成された遊技盤３８０の端面３８０ｂに挿通部材（ネジや固定
ピン等）を埋め込んで延出部を固定することは困難である。しかし、内枠４１３の側壁４
１４を延出部として用いるので、挿通部材を用いることなく遊技盤８８０の端面３８０ｂ
に延出部（側壁４１４）を配置固定できる。これにより遊技盤３８０の端面３８０ｂへの
延出部及び第３レール部の配置を容易に行うことができる。
【０１３４】
　次に図１８を参照して、第１３実施の形態について説明する。第１２実施の形態では、
遊技盤３８０の内部（切欠部３８１）を遊技球が移動するように構成される場合について
説明した。これに対し第１３実施の形態では、遊技盤８０の盤面８０ａから前方（図１８
（ａ）紙面手前側）に離隔された位置を遊技球が移動するように構成される場合について
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説明する。図１８（ａ）は第１３実施の形態における遊技盤８０の部分正面図であり、図
１８（ｂ）は図１８（ａ）のＸＶＩＩＩｂ－ＸＶＩＩＩｂ線における遊技盤８０の断面図
である。以下、第１１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付してその説明は省略し
、異なる部分について説明する。
【０１３５】
　図１８（ａ）及び図１８（ｂ）に示すように、遊技盤８０は、盤面８０ａから一部が離
隔して配置された離隔通路８１を備えている。離隔通路８１は、遊技盤８０の盤面８０ａ
から前方に離隔した状態で遊技球を移動させるための部材であり、盤面８０ａに取着され
遊技球を導入する上流側導入部８１ａと、その上流側導入部８１ａから導入されて遊技盤
から離隔された状態で移動した遊技球を再び遊技盤８０の盤面８０ａに着地させる下流側
導出部８１ｂとを備えている。遊技球を離隔通路８１に導くことによって、立体的な新し
い動きを遊技球に付加することができ、遊技者を楽しませることができる。
【０１３６】
　なお、本実施の形態では離隔通路８１の下流側導出部８１ｂを第２レール部２２０の近
傍に配置する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、遊技領域
ＰＥの任意の位置に下流側導出部８１ｂを配置することは当然可能である。これにより遊
技領域ＰＥの設計の自由度を向上できる。
【０１３７】
　次に図１９から図２１を参照して、第１４実施の形態について説明する。第１実施の形
態から第１３実施の形態では、第３レール部２３０，３３０，４３０，５３０，６３０，
７３０，８３０（内枠４１３の側壁４１４が第３レール部として機能するものを含む）の
内壁面が遊技盤８０，１８０，２８０，３８０の端面８０ｂ，１８０ｂ，２８０ｂ，３８
０ｂの内側ないしは同一面に位置する場合について説明した。これに対し第１４実施の形
態では、第３レール部１０３０の内壁面１０３１が、正面視して、遊技盤８０の端面８０
ｂの外側に位置する場合について説明する。
【０１３８】
　まず、図１９を参照して遊技盤８０について説明する。図１９（ａ）は第１４実施の形
態における遊技盤８０の部分正面図であり、図１９（ｂ）は図１９（ａ）の矢印ＸＩＸｂ
方向から見た遊技盤８０の側面図であり、図１９（ｃ）は図１９（ａ）のＸＩＸｃ－ＸＩ
Ｘｃ線における遊技盤８０の断面図である。なお、第１実施の形態と同一の部分について
は、同一の符号を付して以下の説明を省略する。また、図１９では、便宜上、第３レール
部１０３０の長手方向の一部の図示を省略している。
【０１３９】
　図１９（ａ）に示すように、レール部材１０００は、遊技盤８０の盤面８０ａの上端側
の縁部に沿って配設された第１レール部１０１０と、その第１レール部１０１０と所定の
間隔をあけて遊技盤８０の盤面８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レール部１
０２０と、それら第１レール部１０１０及び第２レール部１０２０に連設されて遊技盤８
０の盤面８０ａの縁部に沿って配設された第３レール部１０３０とを備えている。これら
第１レール部１０１０、第２レール部１０２０及び第３レール部１０３０は、ポリカーボ
ネート等の合成樹脂製で一体に形成されている。
【０１４０】
　第１レール部１０１０は、正面視して円弧状に形成された内側面１０１１が形成され遊
技盤８０の盤面８０ａに固着される部位であり、下方に第３レール部１０３０が連設され
ている。内側面１０１１は、上方から下方（図１９（ａ）下側）に向かうにつれ、正面視
して、遊技盤８０の外縁（端面８０ｂ）に漸次近づき交差するような円弧状に形成されて
いる。そして、第１レール部１０１０の内側面１０１１は、第３レール部１０３０の内側
面１０３１に連なっている。これにより第１レール部１０１０の内側面１０１１に沿って
移動（転動または摺動）する遊技球を、第３レール部１０３０の内側面１０３１に導くこ
とができる。
【０１４１】
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　第２レール部１０２０は、第１レール部１０１０から所定の距離だけ遊技盤８０の下方
に離間されて、遊技盤８０の縁部に沿って配設される部位であり、上方に第３レール部１
０３０が連設されている。第２レール部１０２０は、正面視して円弧状に形成された内側
面１０２１を備えると共に、遊技盤８０の盤面８０ａに固着される。
【０１４２】
　第３レール部１０３０は、第１レール部１０１０及び第２レール部１０２０と共に遊技
球の通路を形成するための部位であり、内側面１０３１が、第１レール部１０１０及び第
２レール部１０２０の内側面１０１１，１０２１に継ぎ目なく連設されている。第３レー
ル部１０３０は第１レール部１０１０及び第２レール部１０２０と一体に形成されている
ので、遊技盤８０の盤面８０ａへのレール部材１０００の取り付け・取り外しを容易に行
うことができる。
【０１４３】
　第３レール部１０３０は、正面視して、遊技盤８０の端面８０ｂの外側に内側面１０３
１が位置するように配置されると共に、内側面１０３１と遊技盤８０の盤面８０ａとを連
接する連接部１０３２を備えている。連接部１０３２は、遊技盤８０の盤面８０ａを拡張
するための機能を果たす部位であり、連接部１０３２の前面（図１９（ａ）紙面手前側）
は遊技盤８０の盤面８０ａと滑らかに連なっている。これにより、遊技球が移動可能な範
囲を遊技盤８０の盤面８０ａの外側の連接部１０３２まで拡大できる。また、第３レール
部１０３０が連接部１０３２を備えることで、第３レール部１０３０の内側面１０３１を
湾曲面とすることができる。これにより、第１レール部１０１０及び第２レール部１０２
０の内側面１０１１，１０２１の曲率と、第３レール部１０３０の内側面１０３１の曲率
とを近づけることが可能になり、連設された各内側面１０１１，１０３１，１０３２を正
面視して略円弧状にすることができる。その結果、遊技球を各内側面１０１１，１０３１
，１０３２に沿って滑らかに移動（転動または摺動）させることが可能になり、遊技球の
軌道を安定にできる。
【０１４４】
　図１９（ｃ）に示すように、延出部１００２は、遊技盤８０の端面８０ｂを臨みつつ遊
技盤８０の端面８０ｂに沿って遊技盤８０の後方（図１９（ｂ）右側）へ連接部１０３２
から延出される部位である。レール部材１０００の外側面１００１及び連接部１０３２か
ら延出部１００２に亘り遊技盤８０の厚さ方向（図１９（ｂ）左右方向）に沿ってリブ１
００３が突設されている。第３レール部１０３０を遊技盤８０の外側に傾倒させる外力が
作用した場合には、リブ１００３が突設されているので第３レール部１０３０の剛性を向
上でき、第３レール部１０３０が傾倒することが防止される。また、第３レール部１０３
０を遊技盤８０の外側に傾倒させる外力が作用した場合は、第３レール部１０３０に第１
レール部１０１０及び第２レール部１０２０に対してねじれ方向のモーメントが作用して
、遊技盤８０の端面８０ｂに延出部１００２が当接する。これにより第３レール部１０３
０のそれ以上の傾倒が防止される。従って、遊技盤８０の端面８０ｂに延出部１００２を
ネジ止め等によって固着しなくても、第１レール部１０１０及び第２レール部１０２０を
遊技盤８０の盤面８０ａに固着することで、第３レール部１０３０を堅固に遊技盤８０に
固定できる。
【０１４５】
　次に図２０及び図２１を参照して、遊技盤８０が装着される内枠５１３及び前扉枠１６
について説明する。図２０は前扉枠１６を背面側から見た斜視図であり、図２１はパチン
コ機１０の水平方向における断面図である。図２０に示すように、前扉枠１６は背面から
後方に張り出すガラスホルダにガラス１２２が保持されている。ガラス１２２は、第１実
施の形態で説明した前扉枠１４（図２参照）のガラス２２に対して、前扉枠１６の背面に
おける回動先端側（図２０の左側）に並設された鉤受け部材６３側に拡大されている。ガ
ラス１２２が前扉枠１６の回動先端側に拡大されているので、前扉枠１６を閉じた状態で
は、遊技盤８０の幅方向に拡大された第３レール部１０３０及び連接部１０３２の前方に
ガラス１２２を配置できる。
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【０１４６】
　図２１に示すように、内枠５１３の側壁５１４は、遊技盤８０の端面８０ｂの後部（図
２１下側）を保持する後部受入部５１４ａと、その後部受入部５１４ａの外側に位置し第
３レール部１０３０の外側に配置される内壁面５１４ｂと、その内壁面５１４ｂの外側に
位置し前方（図２１上側）に向かって突設される内枠突縁部５１４ｃとを備えている。内
側突縁部５１４ｃは、内枠５１３の鉛直方向に沿って連続して突出されている。内枠５１
３の側壁５１４に後部受入部５１４ａが形成されているので、左右方向にガタつきなく遊
技盤８０を内枠５１３に保持できる。また、内壁面５１４ｂは第３レール部１０３０の外
側に配置されるので、幅方向の左右に張り出す第３レール部１０３０が装着された遊技盤
８０を内枠５１３に収容できる。
【０１４７】
　一方、ガラス１２２を保持する前扉枠１６は、前扉枠１６を閉じた状態では内枠突縁部
５１４ｃの外側に位置する突縁部１６ａを備えている。突縁部１６ａは、前扉枠１６の鉛
直方向に沿って突出されている。前扉枠１６を閉じた状態で突縁部１６ａが内枠突縁部５
１４ｃの外側に位置するので、内枠突縁部５１４ｃと突縁部１６ａとの間への針金等の挿
入を困難なものにして、不正行為を抑制することができる。
【０１４８】
　次に図２２を参照して、第１５実施の形態について説明する。第１４実施の形態では、
第３レール部１０３０が第１レール部１０１０及び第２レール部１０２０と一体に形成さ
れる場合について説明した。これに対し第１４実施の形態では、第３レール部１１３０が
第１レール部１１１０や第２レール部１１２０とは別部材として構成されるレール部材１
１００について説明する。図２２（ａ）は第１５実施の形態における遊技盤８０の部分正
面図であり、図２２（ｂ）は図２２（ａ）の矢印ＸＸＩＩｂ方向から見た遊技盤８０の側
面図であり、図２２（ｃ）は図２２（ａ）のＸＸＩＩｃ－ＸＸＩＩｃ線における遊技盤８
０の断面図であり、図２２（ｄ）は図２２（ａ）のＸＸＩＩｄ－ＸＸＩＩｄ線における遊
技盤８０の断面図である。
【０１４９】
　図２２（ａ）に示すように、レール部材１１００は、遊技盤８０の盤面８０ａの上端側
の縁部に沿って配設された第１レール部１１１０と、その第１レール部１１１０と所定の
間隔をあけて遊技盤８０の盤面８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レール部１
１２０と、それら第１レール部１１１０及び第２レール部１１２０に連設されて遊技盤８
０の盤面８０ａの縁部に沿って配設された第３レール部１１３０とを備えている。
【０１５０】
　第１レール部１１１０は、正面視して円弧状に形成された内側面１１１１が形成され遊
技盤８０の盤面８０ａに固着される部位であり、下方に第３レール部１１３０が連設され
る。内側面１１１１は、上方から下方（図２２（ａ）下側）に向かうにつれ、正面視して
、遊技盤８０の外縁（端面８０ｂ）に漸次近づくような円弧状に形成されている。そして
、第１レール部１１１０の内側面１１１１は、第３レール部１１３０の内側面１１３１に
連なっている。これにより第１レール部１１１０の内側面１１１１に沿って移動（転動ま
たは摺動）する遊技球を、第３レール部１１３０の内側面１１３１に導くことができる。
第１レール部１１１０は、鉤状に形成され外側面１１１２側に突設される係合部１１１３
を備えている。係合部１１１３は、第３レール部１１３０の前端側（図２２（ａ）紙面手
前側）が遊技盤８０の盤面８０ａの外側に傾動することを防止するための部位である。
【０１５１】
　第２レール部１１２０は、第１レール部１１１０から所定の距離だけ遊技盤８０の下方
に離間されて、遊技盤８０の縁部に沿って配設される部位であり、上方に第３レール部１
１３０が連設される。第２レール部１１２０は、正面視して円弧状に形成された内側面１
１２１を備えると共に、遊技盤８０の盤面８０ａに固着される。第２レール部１１２０は
、鉤状に形成され外側面１１２２側に突設される係合部を備えている。係合部１１２３は
、第３レール部１１３０の前端側が遊技盤８０の盤面８０ａの外側に傾動することを防止
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するための部位である。
【０１５２】
　第３レール部１１３０は、第１レール部１１１０及び第２レール部１１２０と共に遊技
球の通路を形成するための部位であり、内側面１１３１が、第１レール部１１１０及び第
２レール部１１２０の内側面１１１１，１１２１に連設される。第３レール部１１３０は
、正面視して、遊技盤８０の端面８０ｂの外側に内側面１１３１が位置するように配置さ
れると共に、内側面１１３１と遊技盤８０の盤面８０ａとを連接する連接部１１３２を備
えている。連接部１１３２は、遊技盤８０の盤面８０ａを拡張するための機能を果たす部
位であり、連接部１１３２の前面（図２２（ｄ）上側）は遊技盤８０の盤面８０ａと滑ら
かに連なっている。これにより、遊技球が移動可能な範囲を遊技盤８０の盤面８０ａの外
側の連接部１１３２まで拡大できる。
【０１５３】
　また、第３レール部１１３０が連接部１１３２を備えることで、第３レール部１１３０
の内側面１１３１を湾曲面とすることができる。これにより、第１レール部１１１０及び
第２レール部１１２０の内側面１１１１，１１２１の曲率と、第３レール部１１３０の内
側面１１３１の曲率とを近づけることが可能になり、連設された各内側面１１１１，１１
３１，１１３２を正面視して略円弧状にすることができる。その結果、遊技球を各内側面
１１１１，１１３１，１１３２に沿って滑らかに移動（転動または摺動）させることが可
能になり、遊技球の軌道を安定にできる。
【０１５４】
　図２２（ｂ）に示すように、延出部１１３３は、遊技盤８０の端面８０ｂに沿って遊技
盤８０の後方（図２２（ｂ）右側）へ第３レール部１１３０から延出される部位である。
延出部１１３３は、延出部１１３３に貫通形成された挿通孔に挿通された挿通部材Ｐによ
り遊技盤８０の端面８０ｂに固着される。これにより第３レール部１１３０を遊技盤８０
の盤面８０ａの前方（図２２（ｂ）左側）に突出させることができる。
【０１５５】
　図２２（ｃ）に示すように、第３レール部１１３０は、前端（図２２（ｃ）上側）の一
部が切欠された被係合部１１３０ａが形成されている。被係合部１１３０ａは、第１レー
ル部１１１０及び第２レール部１１２０に突設された係合部１１１３，１１２３と係合さ
れる部位である。遊技盤８０に装着された第３レール部１１３０を遊技盤８０の外側に傾
倒させる外力が作用した場合であっても、第３レール部１１３０の前端に形成された被係
合部１１３０ａに係合部１１１３，１１２３が係合することにより、第３レール部１１３
０の傾倒が防止される。
【０１５６】
　また、係合部１１１３，１１２３は第１レール部１１１０及び第２レール部１１２０の
外側面１１１２，１１２２から突設されており、第３レール部１１３０の前端から外側面
に亘って係合されるので、係合部１１１３，１１２３が第１レール部１１１０及び第２レ
ール部１１２０の内側面１１１１，１１２１や第３レール部１１３０の内側面１１３１に
露呈することが防止される。これにより内側面１１１１，１１２１，１１３１に沿って移
動する遊技球の軌道が係合部１１１３，１１２１によって妨げられることが防止されるの
で、遊技球の軌道を安定にできる。
【０１５７】
　次に図２３を参照して、第１６実施の形態について説明する。第１５実施の形態では、
第３レール部１０３０に形成された被係合部１１３０ａに、第１レール部１２１０及び第
２レール部１２２０に突設された係合部１１１３，１１２３が係合する場合について説明
した。これに対し第１６実施の形態では、第３レール部１０３０に形成された被係合部１
１３０ａに、前扉枠１７に突設された係合部１７ａが係合する場合について説明する。図
２３（ａ）は第１６実施の形態における遊技盤８０の部分正面図であり、図２３（ｂ）は
パチンコ機１０の前扉枠１７を閉じた状態を示す遊技盤８０及び前扉枠１７の断面図であ
る。なお、第１４実施の形態および第１５実施の形態と同一の部分については、同一の符
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号を付して以下の説明を省略する。
【０１５８】
　図２３（ａ）に示すように、レール部材１２００は、所定の間隔をあけて配置された第
１レール部１２１０及び第２レール部１２２０を備えている。第１レール部１２１０及び
第２レール部１２２０は、係合部１１１３，１１２３が省略されている以外は第１５実施
の形態における第１レール部１１１０及び第２レール部１１２０と同様の構成であるので
、以下の説明を省略する。レール部材１２００は、第３レール部１１３０の内側面１１３
１が、第１レール部１１１０及び第２レール部１１２０の内側面１１１１，１１２１に連
設される。
【０１５９】
　図２３（ｂ）に示すように、前扉枠１７は、ガラス１２２を保持するガラスホルダ１７
ａから背面側に突設された係合部１７ｂを備えている。係合部１７ｂは、第３レール部１
１３０に切欠形成された被係合部１１３０ａに係合される部位である。前扉枠１７を閉じ
た状態でガラスホルダ１７ａに突設された係合部１７ｂが被係合部１１３０ａに係合され
る。これにより、遊技盤８０に装着された第３レール部１１３０を遊技盤８０の外側に傾
倒させる外力が作用した場合であっても、第３レール部１１３０の前端に形成された被係
合部１１３０ａに係合部１７ｂが係合することにより、第３レール部１１３０の傾倒が防
止される。
【０１６０】
　また、係合部１７ｂは、第３レール部１１３０の前端（図２３（ｂ）上側）から外側面
に亘って係合されるので、係合部１７ｂが第１レール部１１１０及び第２レール部１１２
０の内側面１１１１，１１２１や第３レール部１１３０の内側面１１３１に露呈すること
が防止される。これにより内側面１１１１，１１２１，１１３１に沿って移動する遊技球
の軌道が係合部１７ｂによって妨げられることが防止されるので、遊技球の軌道を安定に
できる。
【０１６１】
　次に図２４を参照して、第１７実施の形態について説明する。第１５実施の形態および
第１６実施の形態では、挿通部材Ｐにより遊技盤８０の端面８０ｂに第３レール部１３３
０が固着される場合について説明した。これに対し第１７実施の形態では、挿通部材Ｐを
用いることなく第３レール部１３３０を第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０
に固定する場合について説明する。図２４（ａ）は第１７実施の形態における遊技盤８０
の部分正面図であり、図２４（ｂ）は図２４（ａ）の矢印ＸＸＩＶｂ方向から見た遊技盤
８０の側面図である。なお、第１実施の形態と同一の部分については、同一の符号を付し
て以下の説明を省略する。
【０１６２】
　図２４（ａ）に示すように、レール部材１３００は、遊技盤８０の盤面８０ａの上端側
の縁部に沿って配設された第１レール部１３１０と、その第１レール部１３１０と所定の
間隔をあけて遊技盤８０の盤面８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レール部１
３２０と、それら第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０に連設されて遊技盤８
０の盤面８０ａの縁部に沿って配設された第３レール部１３３０とを備えている。
【０１６３】
　第１レール部１３１０は、正面視して円弧状に形成された内側面１３１１が形成され遊
技盤８０の盤面８０ａに固着される部位であり、下方に第３レール部１３３０が連設され
る。内側面１３１１は、上方から下方（図２４（ａ）下側）に向かうにつれ、正面視して
、遊技盤８０の外縁（端面８０ｂ）に漸次近づくような円弧状に形成されている。そして
、第１レール部１３１０の内側面１３１１は、第３レール部１３３０の内側面１３３１に
連なっている。これにより第１レール部１３１０の内側面１３１１に沿って移動（転動ま
たは摺動）する遊技球を、第３レール部１３３０の内側面１３３１に導くことができる。
【０１６４】
　第１レール部１３１０は、溝状に形成された係合溝１３１３が第１レール部１３１０の
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前面から背面（図２４（ａ）紙面垂直方向）に亘って外側面１３１２に形成されている。
第１レール部１３１０の外側面１３１２とつながる係合溝１３１３の内側面は、第１レー
ル部１３１０の外側面１３１２から内側面１３１１側に向かうにつれ拡開するように形成
されている。
【０１６５】
　第２レール部１３２０は、第１レール部１３１０から所定の距離だけ遊技盤８０の下方
に離間されて、遊技盤８０の縁部に沿って配設される部位であり、上方に第３レール部１
３３０が連設される。第２レール部１３２０は、正面視して円弧状に形成された内側面１
３２１を備えると共に、遊技盤８０の盤面８０ａに固着される。
【０１６６】
　第２レール部１３２０は、溝状に形成された係合溝１３２３が第２レール部１３２０の
前面から背面（図２４（ａ）紙面垂直方向）に亘って外側面１３２２に形成されている。
第２レール部１３２０の外側面１３２２とつながる係合溝１３２３の内側面は、第２レー
ル部１３２０の外側面１３２２から内側面１３２１側に向かうにつれ拡開するように形成
されている。
【０１６７】
　第３レール部１３３０は、第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０と共に遊技
球の通路を形成するための部位であり、内側面１３３１が、第１レール部１３１０及び第
２レール部１３２０の内側面１３１１，１３２１に連設される。第３レール部１３３０は
、正面視して、遊技盤８０の端面８０ｂの外側に内側面１３３１が位置するように配置さ
れると共に、内側面１３３１と遊技盤８０の盤面８０ａとを連接する連接部１３３２を備
えている。連接部１３３２は、遊技盤８０の盤面８０ａを拡張するための機能を果たす部
位であり、連接部１３３２の前面（図２４（ａ）紙面手前側）は遊技盤８０の盤面８０ａ
と滑らかに連なっている。これにより、遊技球が移動可能な範囲を遊技盤８０の盤面８０
ａの外側の連接部１３３２まで拡大できる。
【０１６８】
　第３レール部１３３０は、連接部１３３２の上下（図２４（ａ）上下）に延設されると
共に第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０の外側面１３１２，１３２３を臨む
両端から、内側（図２４（ａ）左側）に向かって係合部１３３３が突設されている。係合
部１３３３は、第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０に形成された係合溝１３
１３，１３２３に係合される部位であり、係合溝１３１３，１３２３の大きさ、形状およ
び位置に対応して突条に形成されている。
【０１６９】
　第３レール部１３３０を固定する場合には、第１レール部１３１０及び第２レール部１
３２０に形成された係合溝１３１３，１３２３に、第３レール部１３３０に突設された係
合部１３３３を、第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０の前方側（図２４（ａ
）紙面手前側）から嵌め入れ、係合部１３３３を係合溝１３１３，１３２３に沿って背面
側（図２４（ａ）紙面奥側）にスライドさせる。第１レール部１３１０及び第２レール部
１３２０は、遊技盤８０の端面８０ｂと同一面上に外側面１３１２，１３２２が位置する
ように配置されているので、係合部１３３３の端が遊技盤８０の盤面８０ａと当接すると
ころまで係合溝１３１３，１３２３に係合部１３３３をスライドさせることができる。こ
れにより第３レール部１３３０の後方（図２４（ａ）紙面奥側）の位置決めができる。
【０１７０】
　また、係合溝１３１３，１３２３の内側面は第１レール部１３１０及び第２レール部１
３２０の外側面１３１２，１３２２から内側面１３１１，１３２１側に向かうにつれ拡開
するように形成されているので、第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０の前方
から係合溝１３１３，１３２３に嵌め入れられた係合部１３３３の、第１レール部１３１
３０及び第２レール部１３２０の前方以外の方向からの脱着を阻止できる。第１レール部
１３１０及び第２レール部１３２０の前方には前扉枠（図示せず）が配置されるので、前
扉枠を閉じた状態では、第３レール部１３３０が第１レール部１３１０及び第２レール部
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１３２０から外れることを防止できる。また、第１レール部１３１０及び第２レール部１
３２０の前後方向に亘って係合溝１３１３，１３２３が形成されており、その係合溝１３
１３，１３２３の全長に亘って係合部１３３３が嵌め込まれるので、第１レール部１３１
０及び第２レール部１３２０と第３レール部１３３０との間への針金等の挿入を困難なも
のにして、不正行為を抑制することができる。
【０１７１】
　図２４（ｂ）に示すように、係合部１３３３と係合溝１３１３，１３２３とが係合され
ると、遊技盤８０の端面８０ｂを臨むように延出部１３３４が位置される。遊技盤８０に
装着された第３レール部１３３０を遊技盤８０の外側に傾倒させる外力が作用した場合で
あっても、係合溝１３１３，１３２３に係合部１３３３が係合されているので、第３レー
ル部１３３０の傾倒が防止される。また、そのような外力が作用した場合であっても、延
出部１３３４が遊技盤８０の端面８０ｂに当接することにより、第３レール部１３３０の
傾倒が防止される。
【０１７２】
　また、係合溝１３１３，１３２３は第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０の
外側面１３１２，１３２２に凹設されているので、係合部１３３３や係合溝１３１３，１
３２３が第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０の内側面１３１１，１３２１や
第３レール部１３３０の内側面１３３１に露呈することが防止される。これにより内側面
１３１１，１３２１，１３３１に沿って移動する遊技球の軌道が係合部１３３３や係合溝
１３１３，１３２３によって妨げられることが防止されるので、遊技球の軌道を安定にで
きる。
【０１７３】
　次に図２５を参照して、第１８実施の形態について説明する。第１１実施の形態から第
１３実施の形態では、内枠４１３の一部が第３レール部を兼用する場合について説明した
。これに対し第１８実施の形態では前扉枠１８の一部が第３レール部を兼用する場合につ
いて説明する。図２５（ａ）は第１８実施の形態における遊技盤４８０の部分正面図であ
り、図１８（ｂ）はパチンコ機１０の断面図である。
【０１７４】
　図２５（ａ）に示すように、レール部材１４００は、遊技盤４８０の盤面４８０ａの上
端側の縁部に沿って配設された第１レール部１４１０と、その第１レール部１４１０と所
定の間隔をあけて遊技盤４８０の盤面４８０ａの下端側の縁部に沿って配設された第２レ
ール部１４２０とを備えている。遊技盤４８０は、前扉枠１８の回動先端側（図２５（ａ
）右側）と対向する盤面４８０ａにつながる端面４８０ｂが、正面（図２５（ａ）紙面手
前）に向かうにつれわずかに内側に湾曲する湾曲面として形成されている。なお、本実施
の形態では、正面視で前扉枠１８の回動基端（図示せず）が左側にあり、右側が回動先端
側であるとする。
【０１７５】
　第１レール部１４１０は、正面視して円弧状に形成された内側面１４１１が形成され遊
技盤４８０の盤面４８０ａに固着される部位である。第１レール部材１４１０は、内側面
１４１１が、上方から下方（図２５（ａ）下側）に向かうにつれ、正面視して、遊技盤４
８０の外縁（端面４８０ｂ）に漸次近づくような円弧状に形成されている。第１レール部
１４１０は、外側面１４１２が正面（図２５（ａ）紙面手前）に向かうにつれわずかに内
側に湾曲する湾曲面として形成されている。
【０１７６】
　第２レール部１４２０は、第１レール部１４１０から所定の距離だけ遊技盤４８０の下
方に離間されて、遊技盤４８０の縁部に沿って配設される部位である。第２レール部１４
２０は、正面視して円弧状に形成された内側面１４２１を備えると共に、遊技盤４８０の
盤面４８０ａに固着される。第２レール部１４２０は、外側面１４２２が正面（図２５（
ａ）紙面手前）に向かうにつれわずかに内側に湾曲する湾曲面として形成されている。
【０１７７】
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　図２５（ｂ）に示すように、遊技盤４８０は、内枠６１３の側壁６１４の内壁面６１４
ａと遊技盤４８０の端面４８０ｂとの間に所定の隙間Ｇをあけて内枠６１３に装着される
。また、前扉枠１８は、ガラス２２を保持するガラスホルダから背面側（図２５（ｂ）下
側）に突縁部１８ａが突出されている。突縁部１８ａの内面１８ｂは、前扉枠１８の回動
基端（図示せず）を中心とする円弧の一部を構成する。一方、遊技盤４８０の端面４８０
ｂ並びに第１レール部１４１０及び第２レール部１４２０の外側面１４１２，１４２２も
、前扉枠１８の回動基端（図示せず）を中心とする円弧の一部を構成する。突縁部１８ａ
は、前扉枠１８を閉じた状態では、隙間Ｇに収容されて遊技盤４８０と側壁６１４との間
に位置する。
【０１７８】
　突縁部１８ａは、前扉枠１８を閉じた状態では、第１レール部１４１０及び第２レール
部１４２０の外側面１４１２，１４２２を臨みつつ第１レール部１４１０及び第２レール
部１４２０の間に位置するように突出長さが設定されている。また、前扉枠１８を閉じた
状態で第１レール部１４１０及び第２レール部１４２０の間に位置する突縁部１８ａは、
その一部（背面側）が遊技盤４８０の端面４８０ｂを臨むように突出高さが設定されてい
る。これにより、第１レール部１４１０と第２レール部１４２０との間に位置される突縁
部１８ａと遊技盤４８０の端面４８０ｂとを重なり合わせることができ、第１レール部１
４１０と第２レール部１４２０との間に突縁部１８ａでレール部を構成することができる
。遊技盤４８０の端面４８０ｂと重なり合わされた突縁部１８ａの一部（背面側）は延出
部を構成し、突縁部１８ａの前方側（ガラスに近い側）は第３レール部を構成する。
【０１７９】
　また、突縁部１８ａの内面１８ｂ、遊技盤４８０の端面４８０ｂ、第１レール部１４１
０及び第２レール部１４２０の外側面１４１２，１４２２は、前扉枠１８の回動基端（図
示せず）を中心とする円弧の一部を構成するので、回動基端を中心とする前扉枠１８の回
動によって、遊技盤４８０の端面４８０ｂ並びに第１レール部１４１０及び第２レール部
１４２０の外側面１４１２，１４２２の外側に突縁部１８ａをスムーズに配置させること
ができる。また、突縁部１８ａの内面１８ｂを、第１レール部及び第２レール部の外側面
及び遊技盤の端面に隙間なく接触させることができるので、突縁部１８ａのガタつきを防
止できる。
【０１８０】
　以上のように前扉枠１８の一部（突縁部１８ａ）を兼用して第３レール部とすることに
よって、遊技球が移動可能な領域を遊技盤４８０の盤面４８０ａの端まで拡大できる。ま
た、第３レール部を別途用意する必要がなくなるので、レール部材１４００の部品点数を
削減できる。さらに、突縁部１８ａの一部（背面側）が遊技盤４８０の端面４８０ｂと重
なり合うことで延出部が形成されるので、突縁部１８ａの内面１８ｂを遊技盤４８０の盤
面４８０ｂと触接させることにより、突縁部１８ａのガタつきを防止できる。
【０１８１】
　次に図２６を参照して、第１９実施の形態について説明する。第１実施の形態から第１
８実施の形態では、延出部２３２，７０２，８０２，１００２，１１３３，１３３３が、
遊技盤８０の端面８０ｂに沿って延びるように設けられる場合について説明した。これに
対し第１９実施の形態では、延出部１５０１が、遊技盤８０の端面８０ｂ（盤面８０ａと
端面８０ｂとの稜線付近）に触接ないしは当接するように設けられる場合について説明す
る。図２６（ａ）は第１９実施の形態における遊技盤８０の部分正面図であり、図２６（
ｂ）は図２６（ａ）の矢印ＸＸＶＩｂ方向から見た遊技盤８０の側面図であり、図２６（
ｃ）は図２６（ａ）のＸＸＶＩｃ－ＸＸＶＩｃ線における遊技盤８０の断面図である。な
お、第１９実施の形態におけるレール部材１５００は、延出部１５０１の形態が異なる以
外は第１４実施の形態（図１９参照）と同様であるので、第１４実施の形態と同一の部分
には同一の符号を付して以下の説明を省略する。
【０１８２】
　図２６（ａ）に示すようにレール部材１５００は、第１レール部１０１０、第２レール
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部１０２０、第３レール部１０３０及び連接部１０３２を備えている。延出部１５０１は
、図２６（ｃ）に示すように、第３レール部１０３０から延出されると共に遊技盤８０の
端面８０ｂを臨む部位であり、遊技盤８０の盤面８０ａの外縁の外側に位置する連接部１
０３２の端面として形成され、遊技盤８０の端面８０ｂに触接ないしは当接される。
【０１８３】
　レール部材１５００は延出部１５０１が形成されているので、第３レール部１０３０を
傾倒させる外力が作用した場合には、第１レール部１０１０及び第２レール部１０２０に
対して第３レール部１０３０にねじれ方向の反力が働き、第３レール部１０３０の傾倒が
阻止される。また、第３レール部１０３０を遊技盤８０の外側に傾倒させる外力が作用し
た場合には、遊技盤８０の端面８０ｂに延出部１００２が当接する。これによっても第３
レール部１０３０のそれ以上の傾倒が防止される。従って、遊技盤８０の端面８０ｂに延
出部１５０１をネジ止め等によって固着しなくても、第１レール部１０１０及び第２レー
ル部１０２０を遊技盤８０の盤面８０ａに固着することで、第３レール部１０３０を堅固
に遊技盤８０に固定できる。
【０１８４】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。また、上記実施形態で挙げた数値や形状は一例であり、他の
数値や形状を採用することは当然可能である。例えば、延出部２３２，７０２，８０２，
１００２，１１３３，１３３３，１５０１の長さ（遊技盤８０，１８０，２８０，３８０
，４８０の盤面８０ａ，１８０ａ，２８０ａ，３８０ａ，４８０ａからの突出長）や大き
さ（遊技盤８０，１８０，２８０，３８０，４８０の盤面８０ａ，１８０ａ，２８０ａ，
３８０ａ，４８０ａにおける長さ）は適宜設定することが可能である。
【０１８５】
　上記各実施の形態では、遊技球発射機構１１０から所定以上の勢いで発射された遊技球
が到達する箇所（誘導レール１００が配置される遊技盤の縁部の反対側）に各レール部材
を配置する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、レール部材
を誘導レール１００に設けることは当然可能である。
【０１８６】
　第１５実施の形態（図２２参照）、第１７実施の形態（図２４参照）では、第３レール
部１１３０，１３３０が第１レール部１１１０，１３１０及び第２レール部１１２０，１
３２０に係合される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、第
３レール部１１３０，１３３０と一体に形成された延出部１１３３，１３３４が第１レー
ル部１１１０，１３１０及び第２レール部１１２０，１３２０に係合されるようにするこ
とは当然可能である。
【０１８７】
　第１７実施の形態（図２４参照）では、第３レール部１３３０に係合部１３３３を突設
し、第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０に係合溝１３１３，１３２３を凹設
する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、第３レール部１３
３０に溝状の被係合部を凹設し、第１レール部１３１０及び第２レール部１３２０に凸状
の係合部を形成することは当然可能である。また、第１レール部１３１０又は第２レール
部１３２０の一方に凸状、他方に凹状の係合部を形成し、第３レール部１３３０にそれら
と係合可能な被係合部を形成することは当然可能である。
【０１８８】
　第１１実施の形態（図１６）、第１３実施の形態（図１８）では、内枠４１３の内壁面
４１４ａが平面として形成される場合について説明したが、必ずしもこれに限るものでは
なく、遊技盤８０を内枠４１３に装着したときに連接部１０３２，１１３２，１３３２が
形成されるように、内枠４１３の内壁面４１４ａの一部を湾曲面として形成することは当
然可能である。これにより遊技球が移動可能な領域を遊技盤８０の外側に拡大することが
できる。
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【０１８９】
　第１８実施の形態（図２５参照）では、前扉枠１８の突縁部１８ａの内面１８ｂの曲率
を、遊技盤４８０の端面４８０ｂ等の曲率に応じて形成する場合について説明したが、必
ずしもこれに限られるものではなく、前扉枠１８を開閉可能であれば、突縁部１８ａの内
面１８ｂの曲率は、遊技盤４８０の端面４８０ｂ等の曲率に応じて形成する必要はない。
【０１９０】
　また、第１８実施の形態（図２５参照）では、前扉枠１８の突縁部１８ａの内面１８ｂ
を、遊技盤４８０の端面４８０ｂ等の曲率に応じた一様の曲率とする場合について説明し
たが、必ずしもこれに限るものではなく、前扉枠１８を閉じたときに連接部１０３２，１
１３２，１３３２が形成されるように、前扉枠１８の突縁部１８ａの内面１８ｂの一部を
湾曲面として形成することは当然可能である。これにより遊技球が移動可能な領域を遊技
盤４８０の外側に拡大することができる。
【０１９１】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０１９２】
　支持枠体に装着される遊技盤と、その遊技盤の前面に配設される前扉枠と、その前扉枠
の背面と前記遊技盤の盤面との間に配置され遊技球の移動可能な領域を規制するレール部
材とを備えた遊技機において、そのレール部材は、前記遊技盤に配設されると共に、少な
くとも一部が前記盤面の外縁からはみ出すレール部を備えていることを特徴とする遊技機
１。
【０１９３】
　遊技機１によれば、遊技盤の盤面の外縁からレール部の少なくとも一部がはみ出すので
、レール部が外縁からはみ出した分だけ遊技盤の盤面に配置されるレール部の面積を小さ
くできる。これにより、遊技盤の盤面において遊技球の移動可能な領域を拡大できる効果
がある。
【０１９４】
　遊技機１において、前記レール部は、内側面が、正面視して前記盤面の外縁と同一線上
または前記盤面の外縁の外側に位置することを特徴とする遊技機２。
【０１９５】
　遊技機２によれば、遊技機１の奏する効果に加え、レール部の内側面が正面視して盤面
の外縁と同一線上または盤面の外縁の外側に位置するので、遊技球の移動可能な領域を、
遊技盤の盤面の外縁ないしは外縁の外側まで拡大できる効果がある。
【０１９６】
　遊技機１又は２において、前記レール部材は、前記盤面の外縁に沿って離間して盤面に
配設される第１レール部および第２レール部と、その第１レール部および第２レール部に
連設される第３レール部とを備え、前記第３レール部は、第１レール部および第２レール
部の外側面と重なる重なり部が形成されることを特徴とする遊技機３。
【０１９７】
　遊技機３によれば、遊技機１又は２の奏する効果に加え、第３レール部は、第１レール
部および第２レール部の外側面と重なる重なり部が形成されるので、第１レール部および
第２レール部と第３レール部との間への針金等の挿入を困難なものにして、不正行為を抑
制できる効果がある。
【０１９８】
　遊技機３において、前記第１レール部、前記第２レール部および前記第３レール部は、
前記第１レール部および前記第２レール部の外側面と、前記第３レール部の前記重なり部
との間を連結する係合部または被係合部が形成されていることを特徴とする遊技機４。
【０１９９】
　遊技機４によれば、遊技機３の奏する効果に加え、係合部および被係合部により第１レ
ール部および第２レール部と第３レール部とを連結できるので、遊技盤に第３レール部を
簡易に配設固定することができ、遊技盤の組み立て作業性を向上できる効果がある。
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【０２００】
　遊技機１又は２において、前記レール部材は、前記盤面の外縁に沿って離間して盤面に
配設される第１レール部および第２レール部と、その第１レール部および第２レール部に
連設される第３レール部とを備え、前記第３レール部は、第１レール部および第２レール
部と一体に形成されていることを特徴とする遊技機５。
【０２０１】
　遊技機５によれば、遊技盤１又は２の奏する効果に加え、第３レール部は、第１レール
部および第２レール部と一体に形成されており、第１レール部および第２レール部は盤面
の外縁に沿って離間して盤面に配設されるので、レール部材の遊技盤への取り付けを容易
にすると共に、レール部材の機械的強度を向上できる効果がある。
【０２０２】
　遊技機２において、前記第３レール部は、前記支持枠体または前記前扉枠に形設されて
いることを特徴とする遊技機６。
【０２０３】
　遊技機６によれば、遊技機２の奏する効果に加え、支持枠体に遊技盤を装着したり前扉
枠を閉じたりすることにより第３レール部を配置できるので、レール部材の部品点数を削
減できる効果がある。
【０２０４】
　支持枠体に装着される遊技盤と、その遊技盤の前面に配設される前扉枠と、その前扉枠
の背面と前記遊技盤の盤面との間に配置され遊技球の移動可能な領域を規制するレール部
材とを備えた遊技機において、そのレール部材は、前記遊技盤に配設されるレール部と、
そのレール部から延出されると共に、前記盤面とつながる前記遊技盤の端面を臨む延出部
とを備える遊技機７。
【０２０５】
　遊技機７によれば、遊技盤の盤面を臨む延出部があるので、レール部の剛性を向上でき
ると共に、延出部が遊技盤の端面に当接することで、レール部が遊技盤に対して傾倒する
ことが抑制される。
【０２０６】
　遊技機７において、前記レール部材は、前記盤面の外縁に沿って離間して前記盤面に配
設される第１レール部および第２レール部と、その第１レール部および第２レール部に連
設される第３レール部とを備え、前記延出部は、前記第３レール部から延出されている遊
技機８。
【０２０７】
　遊技機８によれば、遊技機７の奏する効果に加え、第１レール部および第２レール部は
遊技盤に固着され、第３レール部は第１レール部と第２レール部との間に配置されるので
、第３レール部の固定を容易化できる。
【０２０８】
　遊技機８において、前記第３レール部は、前記遊技盤の盤面に連接される連接部を備え
、その連接部から前記延出部は延出されている遊技機９。
【０２０９】
　遊技機９によれば、遊技盤８の奏する効果に加え、連接部により第３レール部の内側面
を遊技盤の盤面の外縁の外側に位置させることができる。その結果、遊技球が移動可能な
領域を遊技盤の盤面の外側に拡大できる。
【０２１０】
　遊技機７から９のいずれかにおいて、前記延出部は、前記支持枠体の内壁に近接乃至は
触接されている遊技機１０。
【０２１１】
　遊技機１０によれば、遊技機７から９のいずれかの奏する効果に加え、延出部が支持枠
体の内壁に近接乃至は触接されることにより、延出部が遊技盤の端面から大きく離隔され
ることが防止される。その結果、レール部のガタつきを抑制できる効果がある。
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【０２１２】
　遊技機８において、前記第３レール部または前記延出部は、前記第１レール部および前
記第２レール部に係合されている遊技機１１。
【０２１３】
　遊技機１１によれば、遊技機８の奏する効果に加え、第１レール部および第２レール部
と係合されることにより、第３レール部を遊技盤へ簡易に配置できる効果がある。
【０２１４】
　遊技機８において、前記第１レール部、前記第２レール部、前記第３レール部および前
記延出部は、一体に形成されている遊技機１２。
【０２１５】
　遊技機１２によれば、遊技機１１の奏する効果に加え、レール部材の遊技盤への取り付
けを容易にすると共に、レール部材の機械的強度を向上できる効果がある。
【０２１６】
　遊技機７から遊技機１２のいずれかにおいて、前記レール部は、内側面が、正面視して
前記盤面の外縁と同一線上または前記盤面の外縁の外側に位置する遊技機１３。
【０２１７】
　遊技機１３によれば、遊技機７から遊技機１２の奏する効果に加え、遊技球が移動可能
な領域を、正面視して盤面の外縁と同一線上または盤面の外縁の外側まで拡大できる効果
がある。
【０２１８】
　支持枠体に装着される遊技盤と、その遊技盤の前面に配設される前扉枠と、その前扉枠
の背面と前記遊技盤の盤面との間に配置され遊技球の移動可能な領域を規制するレール部
材とを備えた遊技機において、そのレール部材は、前記遊技盤に配設されるレール部と、
そのレール部から延出されると共に、前記盤面とつながる前記遊技盤の端面を臨む延出部
とを備え、その延出部および前記レール部は、前記支持枠体に形設されている遊技機１４
。
【０２１９】
　遊技機１４によれば、支持枠体に遊技盤を装着することによりレール部を配置できるの
で、レール部材の部品点数を削減できる効果がある。また、遊技盤の盤面を臨む延出部が
あるので、レール部の剛性を向上できると共に、延出部が遊技盤の端面に当接することで
、レール部が遊技盤に対して傾倒することが抑制される。
【０２２０】
　遊技盤１４において、前記レール部材は、前記盤面の外縁に沿って離間して前記盤面に
配設される第１レール部および第２レール部と、その第１レール部および第２レール部に
連設されると共に、前記支持枠体に形設される第３レール部とを備える遊技盤１５。
【０２２１】
　遊技盤１５によれば、遊技盤１４の奏する効果に加え、第１レール部および第２レール
部が盤面の外縁に沿って離間して盤面に配設されるので、支持枠体には、第１レール部と
第２レール部との間に相当する第３レール部を形設すれば良いので、支持枠体の構造を簡
素化できる効果がある。
【０２２２】
　遊技盤１５において、前記第３レール部は、前記遊技盤の盤面に連接される連接部を備
える遊技盤１６。
【０２２３】
　遊技盤１６によれば、遊技盤１５の奏する効果に加え、連接部により第３レール部の内
側面を遊技盤の盤面の外縁の外側に位置させることができる。その結果、遊技球が移動可
能な領域を遊技盤の盤面の外側に拡大できる効果がある。
【０２２４】
　遊技盤１４から１６のいずれかにおいて、前記レール部は、内側面が、正面視して前記
盤面の外縁と同一線上または前記盤面の外縁の外側に位置する遊技盤１７。
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【０２２５】
　遊技盤１７によれば、遊技機１４から１６のいずれかの奏する効果に加え、レール部の
内側面が正面視して盤面の外縁と同一線上または盤面の外縁の外側に位置するので、遊技
球の移動可能な領域を、遊技盤の盤面の外縁ないしは外縁の外側まで拡大できる効果があ
る。
【０２２６】
　支持枠体に装着される遊技盤と、その遊技盤の前面に配設される前扉枠と、その前扉枠
の背面と前記遊技盤の盤面との間に配置され遊技球の移動可能な領域を規制するレール部
材とを備えた遊技機において、そのレール部材は、前記遊技盤に配設されるレール部と、
そのレール部から延出されると共に、前記盤面とつながる前記遊技盤の端面を臨む延出部
とを備え、その延出部および前記レール部は、前記前扉枠に形設されている遊技機１８。
【０２２７】
　遊技機１８によれば、前扉枠を閉じることによりレール部を配置できるので、レール部
材の部品点数を削減できる効果がある。また、遊技盤の盤面を臨む延出部があるので、レ
ール部の剛性を向上できると共に、延出部が遊技盤の端面に当接することで、レール部が
遊技盤に対して傾倒することが抑制される。
【０２２８】
　遊技機１８において、前記レール部材は、前記盤面の外縁に沿って離間して前記盤面に
配設される第１レール部および第２レール部と、その第１レール部および第２レール部に
連設されると共に、前記前扉枠に形設される第３レール部とを備える遊技機１９。
【０２２９】
　遊技機１９によれば、遊技盤１８の奏する効果に加え、第１レール部および第２レール
部が盤面の外縁に沿って離間して盤面に配設されるので、支持枠体には、第１レール部と
第２レール部との間に相当する第３レール部を形設すれば良いので、支持枠体の構造を簡
素化できる効果がある。
【０２３０】
　遊技機１９において、前記第３レール部は、前記遊技盤の盤面に連接される連接部を備
える遊技機２０。
【０２３１】
　遊技機２０によれば、遊技盤１９の奏する効果に加え、連接部により第３レール部の内
側面を遊技盤の盤面の外縁の外側に位置させることができる。その結果、遊技球が移動可
能な領域を遊技盤の盤面の外側に拡大できる効果がある。
【０２３２】
　遊技機１８から遊技機２０のいずれかにおいて、前記レール部は、内側面が、正面視し
て前記盤面の外縁と同一線上または前記盤面の外縁の外側に位置する遊技機２１。
【０２３３】
　遊技機２１によれば、遊技機１８から遊技盤２０のいずれかの奏する効果に加え、レー
ル部の内側面が正面視して盤面の外縁と同一線上または盤面の外縁の外側に位置するので
、遊技球の移動可能な領域を、遊技盤の盤面の外縁ないしは外縁の外側まで拡大できる効
果がある。
【０２３４】
　遊技機１８から遊技機２１のいずれかにおいて、前記遊技盤の端面および前記延出部は
、前記前扉枠の回動基端を中心とする円弧の一部を構成する湾曲状に形成されている遊技
機２２。
【０２３５】
　遊技機２２によれば、遊技機１８から遊技機２１のいずれかの奏する効果に加え、回動
基端を中心とする前扉枠の回動によって、遊技盤の端面に延出部をスムーズに配置できる
効果がある。
【符号の説明】
【０２３６】
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　１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
　１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外枠（支持枠体の一部）
　１３，１１３，２１３，３１３，５１３，６１３　内枠（支持枠体の一部）
　４１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内枠（第３レール部及び延出部）
　１４，１６，１７，１８　　　　　　　　　　　　前扉枠
　１８ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　突縁部（第３レール部及び延出部）
　８０，１８０，２８０，３８０，４８０　　　　　遊技盤
　８０ａ，１８０ａ，２８０ａ，３８０ａ，４８０ａ　盤面
　８０ｂ，１８０ｂ，２８０ｂ，３８０ｂ，４８０ｂ　端面
　１８１ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪みの底（端面の一部）
　２００，３００，４００，５００，６００，７００，８００，９００，１０００，１１
００，１２００，１３００，１４００，１５００　　レール部材
　２１０，３１０，４１０，５１０，６１０，７１０，８１０，９１０，１０１０，１１
１０，１２１０，１３１０，１４１０　　　　　　　第１レール部
　２２０，３２０，７２０，８２０，９２０，１０２０，１１２０，１２２０，１３２０
，１４２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２レール部
　２３０，３３０，４３０，５３０，６３０，７３０，８３０，１０３０，１１３０，１
２３０，１３３０　　　　　　　　　　　　　　　　第３レール部（レール部）
　２３０ａ，７３１，８３１，４１３ａ，１０３１，１１３１，１３３１，１８ｂ　内側
面
　２３２，７０２，８０２，１００２，１１３３，１３３３，１５０１　延出部
　１０３２，１１３２，１３３２　　　　　　　　　連接部
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